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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間(当期)純損失が計上されてい

るため記載しておりません。 

３ 第79期中間において、株式10株を１株に併合しました。 

４ 平成18年９月30日付で、連結子会社であった㈱ＴＴＧホールディングス（旧社名㈱ＴＴＧ）は、持分法適用

関連会社へ異動しております。 

５ 平成18年11月１日付で、永兆精密電子股份有限公司を子会社化しております。 

６ 純資産額の算定にあたり、第80期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第79期中 第80期中 第81期中 第79期 第80期

会 計 期 間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 6,096,213 5,587,984 2,346,486 14,195,747 7,919,254

経常損失 (千円) 791,193 1,383,794 1,403,519 2,308,248 3,794,060

中間(当期)純損失 (千円) 839,023 3,844,461 6,237,171 7,841,147 10,271,475

純資産額 (千円) 17,644,572 15,229,393 3,872,616 14,223,957 9,072,336

総資産額 (千円) 24,683,731 16,030,011 7,631,784 20,828,934 13,460,840

１株当たり純資産額 (円) 891.62 341.73 71.93 555.20 191.27

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) 47.21 104.46 128.37 392.49 254.12

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 71.5 94.9 50.4 68.3 65.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △2,683,554 395,612 △740,771 △6,096,345 △3,906,116

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △6,705,087 △3,372,351 △1,287,020 △6,543,703 △231,426

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 10,259,768 4,311,466 1,600,439 13,392,677 4,123,621

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 1,184,040 1,885,984 110,339 1,065,542 537,336

従業員数 (名) 760 646 399 685 459



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間(当期)純損失が計上されてい

るため記載しておりません。 

３ 第79期中間において、株式10株を１株に併合しました。 

４ 純資産額の算定にあたり、第80期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第79期中 第80期中 第81期中 第79期 第80期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 180,839 182,027 248,817 266,564 365,207

経常損失 (千円) 240,855 459,258 172,851 554,014 1,695,195

中間(当期)純損失 (千円) 241,665 3,494,954 6,042,437 6,878,495 9,375,633

資本金 (千円) 13,013,150 16,943,624 11,533,383 14,841,206 17,090,134

発行済株式総数 (株) 19,790,000 44,511,276 53,521,690 25,620,257 46,021,692

純資産額 (千円) 18,606,009 16,420,638 5,870,897 15,547,365 10,658,701

総資産額 (千円) 18,841,873 16,555,117 6,240,904 15,696,100 10,796,359

１株当たり純資産額 (円) 940.17 368.49 109.27 606.85 231.08

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) 13.60 94.96 124.36 344.32 231.96

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 98.8 99.1 93.7 99.0 98.5

従業員数 (名) 13 12 11 12 11



２ 【事業の内容】 

当社グループは、当社と連結子会社２社（ユニオン光学株式会社、永兆精密電子股份有限公司）、関連

会社５社（株式会社ＴＴＧホールディングス（旧社名㈱ＴＴＧ）、エス・ジェイ・オメガ株式会社、日本

テレネット株式会社、GRANDPORT Co.,Ltd.、株式会社ＵＳＳひまわりグループ）で構成されております。

 また、当中間会計期間において、前連結会計年度末に当社持分法適用関連会社であった株式会社ＵＳＳ

ひまわり及び株式会社ＵＳＳ証券は、株式交換により株式会社ＵＳＳひまわりグループの子会社となりま

した。これにより当社持分法関連会社は、株式会社ＵＳＳひまわりグループとなっております。 

 

営んでいる主な事業内容及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

  

〔精密光学機器事業〕 

 ユニオン光学株式会社において、顕微鏡、測定機及び半導体製造関連装置等の製造販売、研究開発・保

守サービスを行っております。 

 

〔機器販売事業〕 

 ユニオン光学株式会社において、ＯＡ機器及びサプライ品の販売を行っております。 

 

〔プリント基板事業〕 

 永兆精密電子股份有限公司において、通信機器用のプリント基板の開発・製造・販売を行っておりま

す。 

 

〔業務代行サービス事業〕 

 当社において、道路事情保証サービスの業務代行を行っております。 

 

〔投資事業〕 

 当社において、投資事業を行っております。 

 

〔その他事業〕 

 当社においては、グループの持株会社として、経営戦略の立案・推進とそのために有効な金融施策の実

行を行っております。 

 関連会社においては、株式会社ＴＴＧホールディングス（旧社名㈱ＴＴＧ）の電気通信設備工事等建設

事業及び情報システム事業、日本テレネット株式会社のＩＰ電話事業、エス・ジェイ・オメガ株式会社の

監視装置販売事業、GRANDPORT Co.,Ltd．の防犯システム事業及びロボット事業、株式会社ＵＳＳひまわ

りグループの金融サービス事業を行っております。 

  



３ 【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、前連結会計年度末に当社持分法適用関連会社であった株式会社ＵＳＳひま

わり及び株式会社ＵＳＳ証券は、株式交換により株式会社ＵＳＳひまわりグループの子会社となりまし

た。これにより当社持分法関連会社は、株式会社ＵＳＳひまわりグループとなっております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平成18年９月30日付で、連結子会社であった㈱ＴＴＧホールディングス（旧社名㈱ＴＴＧ）は、持分法適用

関連会社へ異動しており、前中間連結会計期間末と比べて従業員528名が減少しております。 

３ 平成18年11月１日付で、永兆精密電子股份有限公司を子会社化したことより、従業員が301名増加しており

ます。 

  

(2) 提出会社の状況 
平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社には、労働組合はありませんが労使関係は良好であります。 

 子会社のユニオン光学株式会社は、全日本金属情報機器労働組合 東京地方本部ユニオン光学支部に

18名が加入しております。なお、労使関係については特に記載すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

精密光学機器事業 66

機器販売事業 13

プリント基板事業 301

事業代行サービス事業 2

投資事業 2

全社（共通） 15

合計 399

従業員数(名) 11



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、好調な企業の業績が回復し、これらを背景に個人消費や設備投

資も堅調に推移しているとされており、緩やかに景気は回復基調となっていると言われております。し

かしながら、世界経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した金融・証券市

場の混乱から、市況に関しては不透明とされております。 

 このような経営環境のもと、グループとしての企業力を強化していくため、財務基盤の強化を中心に

リストラを行い、国内企業においては銀行借入金の完済など、ある一定の成果を出してまいりました

が、精密光学機器事業・機器販売事業においては、大型案件の下期へのずれ込みや、特注品の販売の不

調などから売上高が落ち込む結果となりました。 

 プリント基板事業においては、台湾のプリント基板納入先である工場が中国へシフトしつつある状況

下、利益率の改善を目的とし、不採算事業からの撤退や取引先の見直し等、人的・事業的なリストラを

推し進めた結果、売上が減少しリストラに係る費用が発生いたしました。 

その結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高23億46百万円（前年同期55億87百万円）、営業損失

５億93百万円（前年同期７億56百万円）、経常損失14億３百万円（前年同期13億83百万円）、中間純損

失62億37百万円（前年同期38億44百万円）となりました。 

 今後当社グループは、営業面での改善やシナジーの追及をさらに推し進めることにより、グループ価

値の向上、収益力の向上を図ってまいりたいと考えております。 

①事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 精密光学機器事業は、大型案件の下期へのシフト及び国内市場での低迷により、前年同期比15.7％

減の４億円となりました。 

 機器販売事業は、国内市場での競争の激化及び大型商品の検収遅れにより、前年同期比17.9％減の

３億89百万円となりました。 

 プリント基板事業は、13億８百万円となりました。当社子会社において営むプリント基板事業は、

当社への連結開始時期が平成18年10月からのため、前年同期比は記載しておりません。 

 業務代行サービス事業は、前年同期比18.8％減の１億47百万円となりました。 

 投資事業は本年度よりセグメント記載しており、営業用投資有価証券の売却により１億１百万円と

なりました。 

②所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本） 

 平成18年９月30日付で連結子会社であった㈱ＴＴＧホールディングス（旧社名㈱ＴＴＧ）は持分法

適用関連会社へ異動しており、前年同期比81.43％減の10億37百万円となりました。 

（アジア） 

 平成18年11月１日付で永兆精密電子股份有限公司を子会社化したことにより13億８百万円となりま

した。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間に比べ17億75百万円減少

し、１億10百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは７億40百万円の減少（前年同期は３億95百万円の増加）とな

りました。これは、税金等調整前中間純損失が58億78百万円あったものの、その大半がキャッシュ・

フローを伴わない損失であったこと及び債権等の流動資産が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは12億87百万円の減少（前年同期は33億72百万円）となりまし

た。これは主に投資有価証券の売買及び長期・短期貸付金によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは16億円の増加（前年同期は43億11百万円の増加）となりまし

た。これは、主に新株予約権の行使等による株式の発行14億39百万円によるものです。 



  
２ 【生産・施工、受注及び販売の状況】 

(1) 生産及び施工実績 

当中間連結会計期間における生産及び施工実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 金額は、製造者製造原価を基準として算出しております。 

２ 機器販売事業は主としてＰＣ周辺機器の仕入販売であるため記載を省略しております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 精密光学機器事業は計画生産を主体とし、ＯＥＭ光学機器のうちの一部の製品に限り受注生産を行っており

ますが、その割合は極めて少ないので記載を省略しております。 
２ 機器販売事業は、主としてＰＣ周辺機器の仕入販売でありますので記載を省略しております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は、製造業者販売価格を基準として算出しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産及び施工高(千円) 前年同期比(％)

精密光学機器事業 268,857 △9.0

機器販売事業 ─ ─

プリント基板事業 1,418,299 ─

業務代行サービス事業 ─ ─

投資事業 ─ ─

合計 1,687,157 △68.0

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

精密光学機器事業 ― ― ─ ─

機器販売事業 ― ― ─ ─

プリント基板事業 1,295,503 ― 83,954 ─

業務代行サービス事業 ─ ─ ─ ─

投資事業 ─ ─ ─ ─

合計 1,295,503 △70.0 83,954 △96.9

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

精密光学機器事業 400,050 △15.7

機器販売事業 389,039 △17.9

プリント基板事業 1,308,578 ─

業務代行サービス事業 147,817 △18.8

投資事業 101,000 ─

合計 2,346,486 △58.0



３ 【対処すべき課題】 

当社グループの企業集団としての価値を増大するため、また株主の皆様の期待にこたえられる経営を目

指すために、次の課題へ取り組んでまいります。 

①経営力の強化を図り、収益力を増強することにより、グループ価値を増大させる 

 当社グループにおきましては、従来財務基盤強化を積極的に行ってまいりました。今後も財務基盤の

強化は推し進めてまいりますが、次の課題として収益力の強化に取り組んでまいりたいと思います。当

中間連結会計期間には、より収益力を向上させるために様々な取り組みをしてまいりましたが、今後も

積極的な事業展開を行うために収益力を中心に事業の組み立てを行ってまいります。 

 さらに、子会社・関連・関係会社の売上増進と利益力の強化を推し進め、中長期的に利益を創出でき

るグループ体制を目指します。また、これらの取り組みを通じて、継続企業の前提に重要な疑義を抱か

せる事象または状況は解消されると考えております。 

②グループ各社の経営基盤の強化及びコネクションの強化 

 グループのシナジー性を増大させるには、当社関連会社各々が財務的・営業的に独立して健全性を保

つ必要があると考えております。平成18年11月に子会社化した台湾の永兆精密電子股份有限公司及び韓

国の持分法適用関連会社のGRANDPORT Co.,Ltd.をアジアにおけるグループ戦略の中心と設定してまいり

ました。アジアにおけるコネクションの増大から、当社関係会社の営業機会を増大させ、さらにシナジ

ー性を強化することにより、グループ戦略の強化をしていきたいと考えております。 

③経営健全性の強化 

 社外有識者を主体としたメンバーで構成し、専属的な組織として「コンプライアンス委員会」を設置

し、当社及びグループ運営における法令・企業倫理遵守体制の強化・徹底を進めてまいりました。今後

もさらに経営健全性の強化を財務・営業的な強化と併せて取り組んで行く所存です。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動として、子会社のユニオン光学株式会社では、高解像度技術とシステム技

術を高性能、高品質化を要求される市場のニーズに対応させるために、オプトメカトロニクス技術を中核

として、顕微鏡、測定顕微鏡等の精密光学機器を主体とした製品開発、露光技術を核とした半導体関連製

造装置の開発を行っております。 

 また、子会社の永兆精密電子股份有限公司では、電子機器の高速化及び小型多機能化の要求に対応する

ため、プリント配線板の高密度化、軽薄化、高多層化の開発を行っております。 

 当中間連結会計期間における当グループが支出した研究開発費の総額は27百万円であり、事業の種類別

セグメントの研究開発活動を示すと次の通りであります。 

精密光学機器事業 

（１） 微小寸法測定装置の要素技術開発：紫外線用対物レンズの開発など 

（２） 半導体関連製造装置の研究開発：化合物半導体への対応など 

（３） レーザー加工光学系の開発：耐久性の向上など  

（４） システム光学系の開発：画像による計測ソフトの開発など  

 なお、上記の精密光学機器事業の研究開発費の金額は22百万円であります。  

プリント基板事業 

（１） プリント配線板の高密度化、軽薄化、高多層化の研究開発 

（２） 環境保護に力を入れるための研究開発：ハロゲンフリー材料の開発など 

（３） 新技術や競争力を増すための研究開発：厚銅基板技術や化学プロセス技術の向上など 

 なお、上記のプリント基板事業の研究開発費の金額は４百万円であります。  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間に以下の設備を取得いたしました。 

 
(注) 当該設備は平成19年９月30日に取得しております。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額 (千円)
従業員数 
(人)建物及び構

築物
土地

(面積 ㎡)
その他 合計

静岡県伊豆市 その他
不動産
賃貸施設

114,557
16,981
(4,500)

26,412 157,951 ―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在発行数の増加は、新株予約権の権利行使に伴う増加であります。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 102,400,000

計 102,400,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 53,521,690 60,605,022
東京証券取引所
市場第二部

─

計 53,521,690 60,605,022 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

①第三者割当により発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  平成18年３月10日取締役会決議 

 
  

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数（個） 539 267

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）

行使請求に係る本新株予約権の数に5,000,000円を乗じ、これを
株式１株当りの払込金額（以下、行使価額）で除した数とし、１
株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である株式の
数は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した数
とする。

新株予約権の行使時の払込金額（円）

①行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を発行・移転す
る場合における行使価額は、当初383円とする。

③行使価額の修正
平成18年３月29日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生
日（以下、修正日）の前日まで（当日を含む）の３連続取引日
（但し終値のない日は除く）の株式会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の平均値の90％に相当する金
額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下、修正日価額）
が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上下回る場合
又は上回る場合は、行使価額は当該修正日以降、当該修正日価
額に修正される。但し、行使価額は192円を下回らず、1,149円
を上回らないものとする。また、上記３連続取引日の間に調整
の原因となる事由が発生した場合には、修正後の行使価額は当
社が適当と判断する値に調整される。

新株予約権の行使期間 平成18年３月28日～平成20年３月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

＜発行価格＞
新株予約権の行使個数に5,000円を乗じた額に、行使時の払込
額を加算した額。

＜資本組入額＞
発行価格に0.5を乗じた額。計算の結果、１円未満の端数を生
じる場合は、その端数を切り上げた額。

新株予約権の行使の条件 エクイティコミットメント条項付き。
一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─



②旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づき、ストック・オプションとして発行した新株予約

権は、次のとおりであります。 

 平成17年６月29日第78回定時株主総会決議に基づく平成18年６月２日取締役会決議 

 
(注) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端

数は切り上げる。 

 
 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

(3) 【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数（個） 9,000 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 900,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき 218

新株予約権の行使期間 平成18年６月12日～平成20年７月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  218円 

資本組入額 109円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下、新株予約権者）は、権利
行使の際に、当社及び当社関係会社の取締役、執行役員、監査
役、顧問及び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると
認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者の権利行使期間内の死亡の場合には新株予約権者
の相続人は、新株予約権を相続することができる。

③その他の権利行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行・処分株式数 × １株当りの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行・処分株式数



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) １ 欠損てん補のため資本準備金を取り崩しております。 

２ 資本金の減少を行い、資本の欠損てん補に充当しております。 

３ 第３回新株予約権の行使による増加であります。 

４ 平成19年10月１日から平成19年12月21日までの間に、新株予約権の権利行使に伴い、発行済株式総数が

7,083,332株、資本金が687,083千円及び資本準備金が674,276千円増加しております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １．所有株式数の割合は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

２．上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が2,657,700株あります。 

３．オメガプロジェクト・ホールディングス㈱から平成19年12月14日付で提出された大量保有報告書の変更報告

書により、10,714千株（17.68％）を所有しているとの報告を受けておりますが、当中間会計期間末時点の

実質所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況には含めておりません。 

  

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増
減額 (千円) 

資本準備金
残高(千円)

平成19年６月26日 (注)１ ― 46,021,692 ― 17,090,134 △3,091,382 ―

平成19年８月５日 (注)２ ― 46,021,692 △6,284,251 10,805,883 ― ―

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日 (注)３

7,499,998 53,521,690 727,499 11,533,383 713,939 713,939

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 10,907,500 20.37

ヘラルドトレーダーズ株式会社 東京都渋谷区渋谷１丁目８番６号 4,972,390 9.29

オメガプロジェクト・ホールディン
グス株式会社

東京都千代田区紀尾井町４－１ 2,434,400 4.54

ＳＢＩイー・トレード証券株式会社
自己融資口 東京都港区六本木１丁目６番１号 1,302,100 2.43

株式会社アドバンスクリエイト 大阪市中央区瓦町３丁目５番７号 1,130,000 2.11

楽天証券株式会社 東京都港区六本木６丁目10番１号 1,000,000 1.86

大阪証券金融株式会社(業務口) 大阪市中央区北浜２丁目４番６号 995,300 1.85

ドイチエ バンク アーゲー ロン
ドン ピービー フアーム アカウ
ント 614 
(常任代理人 ドイツ証券株式会社)

TAUNUSANLAGE 12. D-60325 FRANKFURT AM 
MAIN. FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
(東京都千代田区永田町２丁目11番１号)

983,900 1.83

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 976,200 1.82

廣田証券株式会社 大阪市中央区北浜１丁目１番24号 900,079 1.68

計 ― 25,601,869 47.83



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 2,657,700 株(議決権 26,577    

個)含まれております。 

２ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式88株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は東京証券取引所の市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ─

議決権制限株式(その他) ― ― ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式     800
―

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式  53,517,700 535,177 同上

単元未満株式 普通株式    3,190 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 普通株式  53,521,690 ― ―

総株主の議決権 ― 535,177 ―

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数の 
割合(％)

（自己保有株式）
ユニオンホールディングス
株式会社

東京都板橋区志村 
２丁目19番17号

800 ― 800 0.0

計 ― 800 ― 800 0.0

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 181 212 210 195 185 182

低(円) 147 141 181 177 158 163



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間財務諸表については監査法人つばきの中間監査を受けております。 

並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月

30日まで）の中間財務諸表について、公認会計士 伊藤敏夫氏及び公認会計士 森田弘毅氏の中間監査を

受けております。 

（注）当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

   第80期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第80期中間会計期間の中間財務諸表 

    監査法人つばき 

   第81期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第81期中間会計期間の中間財務諸表 

    公認会計士 伊藤敏夫氏 公認会計士 森田弘毅氏 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 2,087,855 120,699 539,208

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 
※７ 375,513 1,129,188 1,451,088

 ３ 有価証券 1,634,000 217,927 36,270

 ４ 営業用投資有価証券 ─ 212,500 1,902,500

 ５ たな卸資産 331,086 837,766 876,190

 ６ 未収入金 1,783,492 759,991 4,138,371

 ７ 未収収益 41,404 20,998 39,258

 ８ 短期貸付金 2,523,020 2,159,120 1,623,509

 ９ 繰延税金資産 ─ ─ 371,494

 10 その他 ※５ 21,557 148,323 73,370

   貸倒引当金 △1,338,619 △2,327,792 △3,274,682

    流動資産合計 7,459,309 46.5 3,278,723 43.0 7,776,577 57.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 ※２ 509,949 989,526 919,596

  (2) その他 ※２ 62,253 963,643 1,027,005

    有形固定資産合計 572,203 3.6 1,953,170 25.6 1,946,602 14.5

 ２ 無形固定資産

    その他 92,053 91,076 88,947

    無形固定資産合計 92,053 0.6 91,076 1.2 88,947 0.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 4,075,297 613,600 1,139,953

  (2) 関係会社株式 2,132,279 977,505 1,513,854

  (3) 関係会社社債 500,000 400,000 500,000

  (4) 長期貸付金 848,720 3,600 324,560

  (5) 長期未収入金 ─ 450,000 ―

  (6) 出資金 ─ 55,007 52,948

  (7) 敷金・保証金 111,162 112,614 110,733

  (8) 繰延税金資産 ─ ─ 405,697

  (9) その他 101,282 81,818 102,231

    貸倒引当金 △4,876 △404,876 △535,417

    投資その他の資産合計 7,763,864 48.4 2,289,268 30.0 3,614,561 26.9

    固定資産合計 8,428,121 52.6 4,333,516 56.8 5,650,111 42.0

Ⅲ 繰延資産

   株式交付費 142,579 19,545 34,151

    繰延資産合計 142,579 0.9 19,545 0.2 34,151 0.2

    資産合計 16,030,011 100.0 7,631,784 100.0 13,460,840 100.0



 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※７ 148,978 708,012 1,003,371

 ２ 短期借入金 ※２ ─ 950,656 1,422,068

 ３ １年以内長期借入金 ※２ ─ 350,978 476,009

 ４ 未払金 93,586 368,825 260,003

 ５ 未払法人税等 24,747 18,408 23,994

 ６ 賞与引当金 9,000 7,730 9,000

 ７ その他 162,514 133,911 173,113

    流動負債合計 438,827 2.7 2,538,522 33.3 3,367,560 25.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ ─ 278,080 44,535

 ２ 退職給付引当金 133,075 250,885 263,807

 ３ 持分法適用に伴う負債 224,278 324,819 274,809

 ４ 負ののれん ― 348,381 427,822

 ５ 繰延税金負債 4,436 ─ ─

 ６ その他 ― 18,478 9,968

    固定負債合計 361,790 2.3 1,220,645 16.0 1,020,943 7.6

    負債合計 800,617 5.0 3,759,168 49.3 4,388,503 32.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 16,943,624 11,533,383 17,090,134

 ２ 資本剰余金 2,947,602 713,939 3,091,382

 ３ 利益剰余金 △4,690,800 △7,989,867 △11,128,329

 ４ 自己株式 △881 △903 △881

    株主資本合計 15,199,545 94.8 4,256,551 55.7 9,052,306 67.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 11,068 △348,138 △168,179

 ２ 為替換算調整勘定 ― △58,597 △81,556

   評価・換算差額等合計 11,068 0.1 △406,736 △5.3 △249,736 △1.9

Ⅲ 新株予約権 18,780 0.1 22,801 0.3 24,241 0.2

Ⅳ 少数株主持分 ― ― 245,525 1.8

    純資産合計 15,229,393 95.0 3,872,616 50.7 9,072,336 67.4

    負債純資産合計 16,030,011 100.0 7,631,784 100.0 13,460,840 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

 
  

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 5,587,984 100.0 2,346,486 100.0 7,919,254 100.0

 １ 売上高 3,763,551 ─ 6,094,821

 ２ 完成工事高 1,824,433 ─ 1,824,433

Ⅱ 売上原価 4,985,829 89.2 2,328,120 99.2 7,171,315 90.6

 １ 売上原価 3,272,929 2,328,120 5,458,414

 ２ 完成工事原価 1,712,900 ─ 1,712,900

    売上総利益 602,154 10.8 18,365 0.8 747,939 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,358,382 24.3 611,711 26.1 2,172,727 27.4

    営業損失 756,227 △13.5 593,345 △25.3 1,424,787 △18.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息配当金 107,331 29,222 152,092

 ２ 有価証券売却益 42,697 25,181 47,983

 ３ 負ののれん償却額 ─ 10,969 10,969

 ４ 出資分配金 3,489 2,891 10,844

 ５ 為替差益 ― 16,066 ―

 ６ 貸倒引当金戻入益 23,064 65,980 28,110

 ７ その他 90,056 266,640 4.7 38,083 188,396 8.0 158,978 408,979 5.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 34,320 46,297 74,909

 ２ 有価証券売却損 44,187 ─ 44,187

 ３ 営業用投資有価証券売却損 ─ ─ 476,535

 ４ 営業用投資有価証券評価損 ─ ─ 304,732

 ５ デリバティブ取引損失 241,150 ─ 241,150

 ６ 株式交付費償却 159,062 17,101 268,339

 ７ 為替差損 ― ― 13,710

 ８ 持分法による投資損失 383,883 930,359 1,332,894

 ９ その他 31,603 894,207 16.0 4,811 998,569 42.5 21,793 2,778,252 35.1

    経常損失 1,383,794 △24.8 1,403,519 △59.8 3,794,060 △47.9



   

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ─ 25,060 168,786

 ２ 関係会社株式売却益 126,261 47,294 202,335

 ３ 貸倒引当金戻入益 297,171 ─ ─

 ４ 持分変動益 ─ ─ 92,588

 ５ その他 ※５ ─ 423,433 7.6 20,468 92,823 4.0 ─ 463,710 5.9

Ⅶ 特別損失

 １ 役員退職慰労金 3,475 666 1,295

 ２ 固定資産処分損 ※２ 631 129 5,549

 ３ たな卸資産廃棄損 ─ 59 52,613

 ４ たな卸資産評価損 ─ 75,614 64,610

 ５ 関係会社株式売却損 ─ ─ 11,316

 ６ 投資有価証券売却損 263,165 1,835 1,097,474

 ７ 投資有価証券評価損 943,169 383,000 943,169

 ８ 営業用投資有価証券評価損 ─ 1,500,000 ─

 ９ 貸倒引当金繰入損 ※３ ─ 1,762,062 2,975,890

 10 債権譲渡損失 ─ ─ 302,470

 11 持分変動損 34,876 218,212 91,531

 12 持分法投資損失 ― 613,921 ―

 13 のれん償却額 ※４ 1,801,779 ─ 1,850,476

 14 その他 ─ 3,047,098 54.6 11,915 4,567,417 194.7 8,697 7,405,096 93.5

  税金等調整前中間 
  (当期)純損失

4,007,459 △71.7 5,878,113 △250.5 10,735,446 △135.5

  法人税、住民税及び 
  事業税

8,044 4,452 10,133

  法人税等調整額 ─ 8,044 0.2 783,619 788,072 33.4 ─ 10,133 0.1

  少数株主利益 △171,042 △3.1 △429,013 △18.3 △474,104 △6.0

  中間(当期)純損失 3,844,461 △68.8 6,237,171 △265.8 10,271,475 △129.7



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 14,841,206 7,749,343 △8,224,682 △881 14,364,985

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 2,102,418 2,076,754 ― ― 4,179,173

 資本準備金の取崩 ― △6,878,495 6,878,495 ― ―

 連結子会社の減少に伴う増加額 ― ― 499,848 ― 499,848

 中間純損失 ― ― △3,844,461 ― △3,844,461

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円) 2,102,418 △4,801,740 3,533,882 ― 834,560

平成18年９月30日残高(千円) 16,943,624 2,947,602 △4,690,800 △881 15,199,545

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) △141,028 9,030 44,517 14,277,504

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 4,179,173

 資本準備金の取崩 ― ― ― ―

 連結子会社の減少に伴う増加額 ― ― ― 499,848

 中間純損失 ― ― ― △3,844,461

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 152,096 9,750 △44,517 117,328

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 152,096 9,750 △44,517 951,889

平成18年９月30日残高(千円) 11,068 18,780 ― 15,229,393



  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 17,090,134 3,091,382 △11,128,329 △881 9,052,306

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 727,499 713,939 ─ ─ 1,441,439

 資本金の取崩 △6,284,251 ─ 6,284,251 ─ ─

 資本準備金の取崩 ─ △3,091,382 3,091,382 ─ ─

 中間純損失 ─ ─ △6,237,171 ─ △6,237,171

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △22 △22

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円) △5,556,751 △2,377,442 3,138,461 △22 △4,795,755

平成19年９月30日残高(千円) 11,533,383 713,939 △7,989,867 △903 4,256,551

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) △168,179 △81,556 △249,736 24,241 245,525 9,072,336

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ─ ─ ─ ─ ─ 1,441,439

 資本金の取崩 ─ ─ ─ ─ ─ ─

 資本準備金の取崩 ─ ─ ─ ─ ─ ─

 中間純損失 ─ ─ ─ ─ ─ △6,237,171

 自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ △22

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △179,958 22,959 △156,999 △1,440 △245,525 △403,965

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △179,958 22,959 △156,999 △1,440 △245,525 △5,199,720

平成19年９月30日残高(千円) △348,138 △58,597 △406,736 22,801 ─ 3,872,616



  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 14,841,206 7,749,343 △8,224,682 △881 14,364,985

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 2,248,928 2,220,534 ― ― 4,469,462

 資本準備金の取崩 ― △6,878,495 6,878,495 ― ―

 連結子会社の減少に伴う増加額 ― ― 489,333 ― 489,333

 当期純損失 ― ― △10,271,475 ― △10,271,475

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 2,248,928 △4,657,960 △2,903,646 ― △5,312,678

平成19年３月31日残高(千円) 17,090,134 3,091,382 △11,128,329 △881 9,052,306

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金
為替換算
調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) △141,028 ─ △141,028 9,030 44,517 14,277,504

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ─ ─ ─ ─ ─ 4,469,462

 資本準備金の取崩 ─ ─ ─ ─ ─ ─

 連結子会社の減少に伴う増加額 ─ ─ ─ ─ ─ 489,333

 当期純損失 ─ ─ ─ ─ ─ △10,271,475

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) △27,151 △81,556 △108,707 15,211 201,008 107,511

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △27,151 △81,556 △108,707 15,211 201,008 △5,205,167

平成19年３月31日残高(千円) △168,179 △81,556 △249,736 24,241 245,525 9,072,336



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間(当期)純損失 △4,007,459 △5,878,113 △10,735,446

 減価償却費・長期前払費用償却 45,430 137,148 130,418

 株式交付費償却額 159,062 17,101 268,339

 のれん償却額 1,850,476 △10,969 1,839,506

 持分法による投資損失 383,883 1,544,280 1,332,894

 持分変動益 34,876 218,212 △1,076

 受取利息及び配当金 △107,331 △29,222 △152,092

 支払利息 34,320 46,297 74,909

 出資分配金 △3,489 △2,891 △10,844

 売上債権の減少額 1,067,112 496,561 744,336

 たな卸資産の減少額(増加額△) △560,767 30,360 △395,156

 未収入金の減少額(増加額△) 306,411 2,422,298 △661,569

 仕入債務の減少額 △300,844 △289,746 △192,243

 未払金の増加額 57,694 122,405 213,641

 未払費用の増加額(減少額△) 48,687 △953 49,573

 未成工事受入金の増加額 122,360 ― 122,360

 退職給付引当金減少額 △24,023 △11,110 △17,243

 貸倒引当金の増加額(減少額△) △636,732 △1,093,902 1,829,870

 賞与引当金の増加額(減少額△) 52,475 △1,269 117,030

 有価証券売却益 △42,697 △25,181 △44,232

 有価証券売却損 44,187 ─ 520,722

 有価証券評価損 ─ 383,000 ─

 投資有価証券売却益 ─ △25,060 △165,473

 投資有価証券売却損 263,165 1,835 1,105,477

 投資有価証券評価損 943,169 58 943,169

 営業用投資有価証券の増加額 ― ― △1,642,500

 営業用投資有価証券評価損 ― 1,500,000 ―

 関係会社株式売却益 △126,261 △47,294 △202,335

 固定資産処分損 631 105 5,549

 供託金の減少額 950,000 ― 944,800

 その他資産・負債の純増減額 △201,234 △218,754 70,947

  小計 353,101 △714,804 △3,906,667

 利息及び配当金の受取額 107,331 29,222 120,044

 利息の支払額 △34,320 △45,235 △80,262

 法人税等の支払額 △30,500 △9,954 △39,231

  営業活動によるキャッシュ・フロー 395,612 △740,771 △3,906,116



 
  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 有価証券の売却による収入 42,697 ─ 418,317

 有価証券の購入による支出 △1,634,000 ─ △52,164

 投資有価証券の売却による収入 3,892,934 186,567 5,374,573

 投資有価証券の購入による支出 △6,687,514 △969,852 △5,781,394

 関係会社株式の売却による収入 400,000 47,294 202,335

 貸付による支出 △4,162,727 △1,609,200 △5,539,927

 貸付金の回収 4,333,081 687,662 3,417,041

 敷金・保証金の払込による支出 △26,995 △1,881 △26,566

 有形固定資産の取得による支出 △19,674 △160,788 △36,077

 有形固定資産の売却による収入 12,702 169 17,256

 ゴルフ会員権売却による収入 ─ 413,962 ─

 その他投資の増減額 477,143 119,045 1,775,179

  投資活動によるキャッシュ・フロー △3,372,351 △1,287,020 △231,426

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金による収入 325,450 69,603 275,131

 短期借入金の返済による支出 △2,001,450 △385,853 △2,549,127

 長期借入金の返済による支出 △210,000 △25,992 △94,749

 社債の発行による収入 ― ― 800,000

 社債の償還による支出 △200,000 ― △100,000

 債権売却による収入 ― 505,200 ―

 新株式及び新株引受権付社債株式の 

 発行による収入
4,179,173 1,439,999 4,469,462

 新株予約権による収入 2,010,180 ─ 15,211

 少数株主からの払込みによる収入 214,999 ─ 1,315,429

 その他 △6,886 △2,517 △7,735

  財務活動によるキャッシュ・フロー 4,311,466 1,600,439 4,123,621

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 355 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,334,726 △426,997 △13,921

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,065,542 537,336 1,065,542

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物 
の減少額

△514,285 ― △514,285

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期(期末)残高 ※１ 1,885,984 110,339 537,336



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 当社グループは、前連結会計年度に

2,308,248 千 円 の 経 常 損 失 及 び

7,824,789千円の税金等調整前当期純

損失を計上しましたが、当中間連結会

計期間においても1,383,794千円の経

常損失を計上及び4,007,459千円の税

金等調整前中間純損失を計上すること

となりました。当該状況により継続企

業の前提について、疑義を抱かせる状

況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、有利子負債

の早期解消および成長戦略に必要な資

金を調達するための資本増強等をおこ

ない財務基盤の強化を図ってまいりま

した。今後は、これまで投資を行って

きた当社グループ企業のシナジー性を

十分考慮した上、蓄積してきたノウハ

ウを活かしつつ、財務内容の健全化、

営業内容の強化を推し進めることで企

業グループとしての価値を向上させて

行く所存であります。これらによりか

かる疑義は解消できるものと考えてお

ります。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸表

には反映しておりません。

 当社グループは、前連結会計年度に

3,794百万円の経常損失及び10,735百

万円の税金等調整前当期純損失を計上

しましたが、当中間連結会計期間にお

いても1,403百万円の経常損失及び税

金等調整前中間純損失を5,878百万円

を計上することとなりました。当該状

況により継続企業の前提において疑義

を抱かせる状況が存在しております。

 当社の子会社に対しては企業力を強

化するために、財務体質の改善を中心

に行ってまいりましたが、永兆精密電

子股份有限公司においては、利益率の

改善を目的とし、不採算事業からの撤

退や取引相手の見直し等、人的・事業

的なリストラを推し進めた結果、売上

が減少し、リストラに係る費用が発生

いたしました。ユニオン光学㈱に関し

ては、大型案件の時期の下期へのずれ

込みや、特注品の販売の不調などか

ら、売上高が落ち込む結果となりまし

た。また、当中間連結会計期間におい

ては、持分法適用関連会社の㈱ＵＳＳ

ひまわりグループを中心として事業の

シナジーや人的資産の有効活用の観点

から金融グループを再編してまいりま

した。しかしながら、㈱ＵＳＳひまわ

りグループの完全子会社であったトリ

フォ㈱が破産を申請する等、特別損失

を計上した結果として、当初の計画を

大幅に下回る成績となりました。 

 当社は投資事業を行っております

が、急激に変貌していく投資事業の状

況の中で株式市場の状況の変化や、投

資先の状況の変化等を受け、貸倒引当

金繰入損や投資有価証券評価損、営業

用投資有価証券評価損等を計上せざる

を得ないこととなりました。 

 当該事象を解消すべく、当社グルー

プにおきましては財務基盤の改善を

優先としてまいりました。財務基盤強

化が進んできた状況下、営業の見直し

やリストラの推進、グループ再編によ

る営業の効率化を行ってまいります。

また、投資スタンスの見直しを行い、

市況の変化に強いポートフォリオを構

築してまいります。 

 これらのリストラの推進、グループ

の再編、営業の見直し等から、連結財

務諸表の改善によるグループの企業力

の強化等から、かかる疑義は解消でき

ると考えております。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸表

には反映しておりません。

 当社グループは、前連結会計年度に

2,308百万円の経常損失及び7,824百万

円の税金等調整前当期純損失を計上し

ましたが、当連結会計年度においても

3,794百万円の当期経常損失を計上、

7,405百万円の特別損失を計上せざる

を得なかったことにより、10,735百万

円の税金等調整前当期純損失を計上す

るに至りました。 

 当該状況により継続企業の前提にお

いて疑義を抱かせる状況が存在してお

ります。 

 当該状況を解消すべく、有利子負債

の早期解消及び成長戦略に資金を調達

するための資本増強等を行い財務基盤

の強化を図ってまいりました。 

 しかしながら当社の主な連結子会社

であった前連結会計年度において売上

高の80％強を占めておりました㈱ＴＴ

Ｇホールディングス（旧社名㈱ＴＴ

Ｇ）の上場廃止を受け、多額の関係会

社株式評価損を計上することとなり、

これらに伴うグループの信用力の急激

な低下等から当初の計画を大幅に変更

することを余儀なくされる結果となり

ました。 

 これらの事象を受け、今後の投資ス

タンスやグループ再編計画、キャッシ

ュ・フロー等にも多大な影響があり、

今後のリスクを減少させる意味からも

貸倒引当金の計上の見直しや、早期資

金回収による売却損の計上、リスクが

あると思われる投資プロジェクトから

の撤退・評価損の計上等を積極的に行

うことを推し進めたことにより、多額

の特別損失を計上するに至りました。 

 今後は、これまでの投資を行ってき

た当社グループ企業シナジー性を十分

考慮したうえ、蓄積してきたノウハウ

を活かしつつ、財務内容の健全化、営

業内容の強化を推し進めることで企業

グループとしての価値を向上させてい

く所存であります。また、これまでに

投資してきたプロジェクト等からの資

金回収を積極的に進めていきたいと考

えております。 

 一方で、当連結会計年度において新

しく子会社となった永兆精密電子股份

有限公司（台湾）の財務基盤の強化を

図りつつ、また持分法適用関連会社で

あるGRANDPORT Co.,Ltd.（韓国）との

連携を強化しアジアを基盤とした戦略

を推し進めてまいります。



  

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 

 また、当社持分法適用関連会社であ

る㈱ＵＳＳひまわり（旧社名㈱ＵＳＳ

証券）を中心とした金融事業の再編と

連携の強化を推し進め、さらにグルー

プ企業価値を高めていきたいと考えて

おります。 

 これらによりかかる疑義は解消でき

るものと考えております。 

 連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す
る事項

(1)連結子会社の数 １社
ユニオン光学㈱

 前連結会計年度まで連結
子会社でありました㈱ＴＴ
Ｇは株式の持分比率が減少
したことにより、当中間連
結会計期間より持分法適用
関連会社へ異動となったた
め連結子会社から除外され
ております。

(1)連結子会社の数 ２社
ユニオン光学㈱ 
永兆精密電子股份有限公司 
 

(1)連結子会社の数 ２社
ユニオン光学㈱ 
永兆精密電子股份有限公司 
 
 永兆精密電子股份有限公
司は、当連結会計年度より
新に連結子会社となったも
のであります。 
 なお、前連結会計年度に
おいて連結子会社であった
㈱ＴＴＧホールディングス
は転換社債の転換が進んだ
ことにより当社の持分比率
が減少し、持分法適用関連
会社へ異動となったため連
結子会社から除外されてお
ります。

(2)主要な非連結子会社の名
称等 
 該当事項なし

(2)主要な非連結子会社の名
称等 
 該当事項なし

(2)主要な非連結子会社の名
称等 
 該当事項なし

２ 持分法の適用に関
する事項

(1)持分法適用関連会社 
 関連会社数 ５社

㈱ＴＴＧ 
エス・ジェイ・オメガ㈱ 
㈱ＵＳＳ証券 
日本テレネット㈱ 
KoreaTender Inc. 
（平成18年11月１日 
 GRANDPORT Co.,Ltd.  
 に社名変更）
 
 当中間連結会計期間にお
いて新たに株式を取得した
KoreaTender Inc. 
（GRANDPORT Co.,Ltd. に社
名変更）は持分法適用の関
連会社であります。 
 尚、前連結会計年度にお
いて連結子会社であった㈱
ＴＴＧは持分比率の減少よ
り当中間連結会計期間にお
いて持分法適用の関連会社
となりました。

(1)持分法適用関連会社 
 関連会社数 ５社

㈱ＵＳＳひまわりグループ 
㈱ＴＴＧホールディングス 
エス・ジェイ・オメガ㈱ 
日本テレネット㈱ 
GRANDPORT Co.,Ltd.

 当中間会計期間におい
て、前連結会計年度末に当
社持分法適用関連会社であ
った㈱ＵＳＳひまわり及び
㈱ＵＳＳ証券は、株式交換
により㈱ＵＳＳひまわりグ
ループの子会社となりまし
た。これにより当社持分法
関連会社は、株式会社ＵＳ
Ｓひまわりグループとなり
ました。

(1)持分法適用関連会社 
 関連会社数 ６社

㈱ＵＳＳひまわり 
（旧社名㈱ＵＳＳ証券） 
㈱ＵＳＳ証券 (旧社名ＵＳ
Ｓ証券準備㈱) 
㈱ＴＴＧホールディングス 
 (旧社名㈱ＴＴＧ) 
エス・ジェイ・オメガ㈱ 
日本テレネット㈱ 
GRANDPORT Co.,Ltd. 
 (旧社名KoreaTender Inc.)

 当連結会計年度において
取得したGRANDPORT Co., 
Ltd.は持分法適用の関連会
社であります。 
 また、当連結会計年度に
おいて設立した㈱ＵＳＳ証
券（旧社名ＵＳＳ証券準備
㈱）は持分法適用の関連会
社であります。

(2)持分法の非適用会社

  該当なし

(2)持分法の非適用会社

  該当なし

(2)持分法の非適用会社

  該当なし

(3)持分法の適用の手続きに
ついて特に記載する必要
があると認められる事項

 持分法適用会社のうち、
中間決算日が異なる会社に
ついては、当該会社の中間
会計期間に係る中間財務諸
表を使用しております。

(3)持分法の適用の手続きに
ついて特に記載する必要
があると認められる事項

  同左

(3)持分法の適用の手続きに
ついて特に記載する必要
があると認められる事項

 持分法適用会社のうち、
決算日が異なる会社につい
ては、当該会社の事業年度
に係る財務諸表を使用して
おります。



  

 
  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の（中
間）決算日等に関
する事項

 連結子会社の中間決算日
は連結中間決算日と一致し
ております。

 連結子会社のうち、永兆
精密電子股份有限公司の中
間決算日は６月30日であ
り、中間連結決算日との差
は３ヶ月以内であるため、
当該連結子会社の中間会計
期間にかかる財務諸表を使
用しております。ただし、
連結決算日との間に生じた
重要な取引に関しては調整
を行っております。

 連結子会社のうち、永兆
精密電子股份有限公司の決
算日は12月31日であり、連
結決算日との差は３ヶ月以
内であるため、当該連結子
会社の決算日現在の財務諸
表を使用しております。た
だし、連結決算日との間に
生じた重要な取引に関して
は調整を行っております。

４ 会計処理基準に関
する事項

(1)重要な資産評価基準及び
評価方法

①有価証券

売買目的有価証券

中間連結決算日の市場

価格に基づく時価法(売

却原価は総平均法によ

り算定)

(1)重要な資産評価基準及び
評価方法

①有価証券

売買目的有価証券

 同左

(1)重要な資産評価基準及び
評価方法

①有価証券

売買目的有価証券

連結決算期末の市場価

格に基づく時価法(売却

原価は総平均法により

算定)

その他有価証券
 時価のあるもの

中間連結決算日の市
場価格等に基づく時
価法（評価差額は全
部純資産直入法によ
り処理し、売却原価
は主として総平均法
により算定しており
ます。）

その他有価証券
 時価のあるもの

同左 
  
  
  
  
  
  
 

その他有価証券
 時価のあるもの

連結決算期末日の市
場価格等に基づく時
価法（評価差額は全
部純資産直入法によ
り処理し、売却原価
は主として総平均
法、一部連結子会社
では移動平均法によ
り算定）

 時価の無いもの
総平均法による原価

法

 時価の無いもの
同左 

 

 時価の無いもの
同左 
 

投資有価証券として計上
している投資事業有限責
任組合等への出資金の会
計処理
当該組合に係る損益の

当社持分を収益又は費

用として計上しており

ます。

―――――― ――――――

②たな卸資産
製品、仕掛品について
は、個別法による原価
法。材料、貯蔵品につい
ては、先入先出法による
原価法又は 終仕入原価
法による原価法。

②たな卸資産
当社及びユニオン光学㈱ 
 a 製品、仕掛品 
  個別法による原価法 
 b 材料、貯蔵品 
  終仕入原価法による 
  原価法 
永兆精密電子股份有限公司 
 a 商品 
  低価法 
 b 材料、貯蔵品 
  再取得原価法 
 c 製品、仕掛品 
  個別法による原価法

②たな卸資産
  同左



  

 
  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2)重要な減価償却資産の減
価償却の方法

①有形固定資産

建物…定額法 

その他の有形固定資産 

  …定率法
なお、主な耐用年数は、
以下のとおりでありま
す。
建物及び構築物 

       10～31年 

機械装置及び運搬具 

       ６～10年

(2)重要な減価償却資産の減
価償却の方法

①有形固定資産

当社及びユニオン光学㈱ 

 建物…定額法 

 その他の有形固定資産 

    …定率法 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物 

       ８～31年 

機械装置及び車両運搬具 

       ２～11年

永兆精密電子股份有限公司 

 政府規定の固定資産耐用

年数又は評価に依拠した定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物 

       20～26年 

機械装置及び車両運搬具 

       ５～15年 

その他の設備   10年

(2)重要な減価償却資産の減
価償却の方法

①有形固定資産

当社及びユニオン光学㈱ 

   同左 

  

  

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物 

       ８～31年 

機械装置及び車両運搬具 

       ２～11年

永兆精密電子股份有限公司 

   同左 

  

  

  

 

 (追加情報)

 当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。

②無形固定資産

定額法
なお、償却年数について
は、法人税法に規定する
方法と同一の基準によっ
ております。
 ただし、ソフトウェア
(自社利用分)について
は、社内における利用可
能期間(５年)に基づく定
額法によっております。

②無形固定資産

 定額法 

 ただし、ソフトウェアは

以下のとおりであります。 

当社及びユニオン光学㈱ 

  自社利用可能期間(５年) 

永兆精密電子股份有限公司 

  ３～６年による定額法 

 

②無形固定資産

  同左

(3)重要な繰延資産の処理方
法
 株式交付費は２年間の均
等償却を行っております。
なお、前連結会計年度に計
上していた「新株発行費」
は「株式交付費」に振り替
え、２年間で均等償却して
おります。

(3)重要な繰延資産の処理方
法
 株式交付費は２年間の
均等償却を行っておりま
す。

(3)重要な繰延資産の処理方
法
 株式交付費は２年間の均
等償却を行っております。
なお、前連結会計年度に計
上していた「新株発行費」
は「株式交付費」に振り替
え、２年間で均等償却して
おります。



  

 
  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金
 債権の貸倒による損失
に備えるために、一般債
権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個
別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計
上しております。

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

  同左

(4)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

  同左

②賞与引当金

 従業員に対する賞与支

給額に備えるため、支給

見込額を計上しておりま

す。

②賞与引当金

  同左

②賞与引当金

  同左

③退職給付引当金
 従業員に対する退職給
付に備えるため、当中間
連結会計期間末における
退職給付債務及び年金資
産残高に基づき計上して
おります。 
 なお、会計基準変更時
差異については、10年に
よる按分額を費用処理し
ております。

 

③退職給付引当金
ユニオン光学㈱ 
 簡便法によっております。
永兆精密電子股份有限公司 
 従業員に対する退職給付に
備えるため、当連結会計年度
末における退職給付債務及び
年金資産（退職基金）に基づ
き計上しております。 
a.新制度 
 (労働者定年退職金条例) 
 労働者定年退職金条例が平
成17年７月１日より効力発生
し、新制度を選択した従業員
に対して毎月の給与の６％を
退職基金として積み立ててお
ります。 
b.旧制度（労働基準法） 
  労働基準法に定められた45
ヶ月分を上限とし、毎月給与
総額の２％を退職基金として
積み立てております。  
 過去勤務債務については、
15年による定額法で費用処理
しております。

③退職給付引当金

  同左

(5)収益及び費用の認識基準

―――――――――

(5)収益及び費用の認識基準

 売買目的有価証券のうち、
時価のあるものを売却した場
合には、「営業用有価証券売
却損益」として、売却損益の
純額を計上しております。 
 時価のないものを売却した
場合には、「営業用有価証券
売上高」として計上し、「営
業用投資有価証券売上原価」
として、売却有価証券簿価、
支払手数料、評価損等を計上
しております。 
 その他に関しては、主に出
荷基準によっております。

(5)収益及び費用の認識基準

 主に出荷基準によってお
ります。



  

 
  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――――

(6)重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換算
の基準

 外貨建金銭債権債務は、中
間連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しており
ます。なお、在外子会社等の
資産及び負債は、中間連結決
算日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は
期中平均相場により円貨に換
算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定に
含めております。

(6)重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換算
の基準

 外貨建金銭債権債務は、連
結決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しておりま
す。なお、在外子会社等の資
産及び負債は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部におけ
る為替換算調整勘定及び少数
株主持分に含めております。

(7)その他中間連結財務諸表
作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税
の会計処理は、税抜方
式によっております。

(7)その他中間連結財務諸表
作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

   同左

(7)その他中間連結財務諸表
作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

   同左

―――――――――

②営業用投資有価証券の 

 会計処理
 Ｍ＆Ａ等の営業取引として
営業投資目的にて取得した有
価証券については、「営業用
投資有価証券」として流動資
産に計上しております。 
  なお、当該投資により、一
時的に営業投資先の意思決定
機関を支配している要件及び
営業投資先に重要な影響を与
えている要件を満たすことも
ありますが、所有目的が傘下
に入れる目的ではなく、あく
まで一時保有であることか
ら、当該営業投資先は子会社
及び関連会社に該当しないも
のとし、連結の範囲に含めて
おらず、また、持分法も適用
しておりません。

②営業用投資有価証券の 

 会計処理

   同左

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
(連結キャッシュ・
フロー計算書)にお
ける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び
取得日から３ヶ月以内に満期
の到来する流動性の高い、容
易に換金可能であり、かつ、
価値の変動について僅少なリ
スクしか負わない短期的な投
資。 
 

  同左   同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――――――― （有価証券の売却・評価による収入及

び関連費用） 

 従来、営業外収益に「有価証券売却

益」及び営業外費用の「有価証券売却

損」にそれぞれ含めて計上していた流

動資産の「有価証券」について、当中

間連結会計年度よりその売却高、時価

評価損益及び取得原価は、「売上高」

及び「売上原価」に売却損益の純額を

計上することに変更しております。こ

の変更は、当社グループの事業活動の

成果である投資事業において、当該取

扱高の増大及び重要性の増加等に伴

い、損益区分及び取引実体をより適切

に表示するために行うものでありま

す。この結果、従来の方法によった場

合に比べて当中間連結会計期間の売上

原価が21,691千円増加し営業損失は

21,691千円増加しておりますが、経常

損失及び税金等調整前中間純損失に与

える影響はありません。

――――――――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。なお、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は15,210,613千円

であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

―――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。なお、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は8,802,570千円で

あります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結財務諸表に

ついて、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。

（ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

 当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年５月31日 企業会計

基準適用指針第11号）を適用しており

ます。 

 これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前中間純損失が14,355千

円増加しております。

―――――――――――― （ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

  当連結会計年度から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年５月31日 企業会計基準適

用指針第11号）を適用しております。 

  これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失が20,106千

円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。



次へ 

  

 
  

表示方法の変更 

 
  

  

  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当中間連結会計期間から「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

(実務対応報告第19号  平成18年８月

11日)を適用しており、前中間連結会

計期間において繰延資産の内訳として

表示していた「新株発行費」は、当中

間連結会計期間より「株式交付費」と

して表示する方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

―――――――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当連結会計年度から「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」(企業会

計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しており、

前連結会計年度において繰延資産の内

訳として表示していた「新株発行費」

は、当連結会計年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末まで流動資産のその他に含めて表

示していました未収入金（前中間連結会計期間末71,942千

円）は資産総額の100分の５以上となったため区分掲記す

ることに変更いたしました。

 前中間連結会計期間末まで固定資産の投資有価証券に含

めて表示していました関係会社株式（前中間連結会計期間

末444,689千円）は重要性が高まったため、区分掲記する

ことに変更いたしました。

 前中間連結会計期間末まで投資その他の資産のその他に

含めて表示していました長期貸付金（前中間連結会計期間

末29,440千円）は資産総額の100分の５以上となったため

区分掲記することに変更しました。

 前中間連結会計期間末まで流動負債のその他に含めて表

示していました未払金（前中間連結会計期間末303,023千

円）は重要性が高まったため区分掲記することに変更いた

しました。

――――――――――――

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間末において区分掲記していました受

取配当金（当中間連結会計期末2,293千円）は重要性が無

くなったため、受取利息配当金として表示しております。

――――――――――――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

565,727千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

4,006,135千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

3,952,741千円

────────

※２ 担保資産

 短期借入金420,772千円及び長期
借入金629,058円に対して借入先銀
行に担保として供している資産は
次のとおりであります。

受取手形 11,135千円

売掛金 26,948千円

輸出信用状 8,509千円

土地 527,287千円

建物及び構築物 394,404千円

機械装置 220,974千円

計 1,189,260千円

※２ 担保資産

 短期借入金567,742千円及び長期
借入金663,744千円に対して借入先
銀行に担保として供している資産
は次のとおりであります。

受取手形 23,784千円

売掛金 118,547千円

輸出信用状 26,361千円

土地 534,756千円

建物及び構築物 412,840千円

機械装置 308,560千円

計 1,424,851千円

──────── ────────

 ３ 偶発債務

 金融機関からの借入に対し、永
兆精密電子股份有限公司が売却済
みの元子会社に債務保証を行った
ものであります。 
QUALITEK ELECTRONICS(M) SDN.BHD 
         1,141,812千円

 

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡

受取手形裏書譲渡高 45,248千円

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡

受取手形裏書譲渡高 126,644千円

受取手形割引高 113,071千円

 ４ 手形割引高及び裏書譲渡

受取手形裏書譲渡高 7,394千円

受取手形割引高 4,408千円

※５ 消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費税等
は相殺のうえ、流動資産のその他
に含めて表示しております。

※５ 消費税等の取扱い

同左
────────

 

────────

 ６ 当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約

 連結子会社（永兆精密電子股份
有限公司）においては、運転資金
の効率的な調達を行うため取引銀
行華南銀行と当座貸越契約を締結
しています。 
 当中間連結会計期間末における
当座貸越契約に基づく借入未実行
残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 204,740千円

借入実行残高 61,551千円

差引額 143,188千円

 ６ 当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約

 連結子会社（永兆精密電子股份
有限公司）においては、運転資金
の効率的な調達を行うため取引銀
行華南銀行と当座貸越契約を締結
しています。 
 当連結会計年度末における当座
貸越契約に基づく借入未実行残高
等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 207,640千円

借入実行残高 179,164千円

差引額 28,475千円

※７ 中間連結会計期間末日満期手形

の処理

 中間連結会計期間末日の満期手
形の会計処理については、当中間
連結会計期間の末日が金融機関の
休日でありましたが、満期日に決
裁が行われたものとして処理して
おります。 
 当中間連結会計期間末日の満期
手形の金額は、次のとおりであり
ます。 
 受取手形   7,410千円 
 支払手形  15,325千円

※７ 中間連結会計期間末日満期手形

の処理

 中間連結会計期間末日の満期手
形の会計処理については、当中間
連結会計期間の末日が金融機関の
休日でありましたが、満期日に決
裁が行われたものとして処理して
おります。 
 当中間連結会計期間末日の満期
手形の金額は、次のとおりであり
ます。 
 受取手形   2,330千円 
 支払手形  11,392千円

※７ 期末日満期手形の処理

 期末日の満期手形の会計処理に
ついては、満期日に決済が行われ
たものとして処理しております。 
 なお、当連結会計年度末日が金
融機関の休日であったため、次の
期末日満期手形を満期日に決済が
行われたものとして処理しており
ます。 
 受取手形   6,391千円 
 支払手形  11,493千円



(中間連結損益計算書関係) 

 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な 

   費目及び金額

給与 437,618千円

賞与引当金繰入額 19,058千円

研究開発費 11,970千円

退職給付引当金 
繰入額

21,242千円

支払手数料 110,519千円

租税公課 53,942千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な 

   費目及び金額

給与 209,192千円

支払手数料 93,011千円

役員報酬 35,694千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な 

   費目及び金額

給与 615,132千円

貸倒引当金繰入額 197,621千円

役員報酬 135,534千円

法定福利費 100,011千円

支払手数料 188,459千円

租税公課 109,763千円

研究開発費 58,058千円

※２ 固定資産処分損の内訳

工具器具備品 631千円

※２ 固定資産処分損の内訳

工具器具備品 129千円

※２ 固定資産処分損の内訳

工具器具備品 5,549千円

※３ 貸倒引当金繰入

 実質破綻債権に対する貸倒引当
金の設定

※３ 貸倒引当金繰入

    同左

※３ 貸倒引当金繰入

     同左

―――――――― ―――――――― ※４ のれん償却額

 ㈱ＴＴＧホールディングス（旧社

名㈱ＴＴＧ）株式の上場廃止に伴い

減損処理を行ったものであります。

――――――――

 

※５ その他の主な内容

過年度振出手形戻り益 19,610千円
――――――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

(注) １ 普通株式の発行済株式の増加18,891,019株は、新株予約権行使による増加であります。 
  

  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

第３回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

第３回新株予約権の増加は、行使価額の修正条項に伴い生じたものになります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
該当事項はありません。 

  
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 
該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

 
(注) １ 普通株式の発行済株式の増加7,499,998株は、新株予約権行使によるものであります。 

２ 自己株式の増加116株は、端株の買取によるものであります。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

第３回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

 普通株式（株） 25,620,257 18,891,019 ― 44,511,276

自己株式

 普通株式（株） 772 ― ― 772

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間末 
残高(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
第３回新株予約権 普通株式 22,085 19,852 18,891 23,046 4,425

ストックオプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 14,355

合計 22,085 19,852 18,891 23,046 18,780

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

 普通株式（株） 46,021,692 7,499,998 ―  53,521,690 

自己株式

 普通株式（株） 772 116 ― 888

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間末 
残高(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
第３回新株予約権 普通株式 21,536 ― 7,499 14,036 2,695

ストックオプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 20,106

合計 21,536 ― 7,499 14,036 22,801



次へ 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
該当事項はありません。 

  
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 
該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の発行済株式の増加20,401,435株は、新株予約権行使による増加であります。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

第３回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

第３回新株予約権の増加は、行使価額の修正条項に伴い生じたものになります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

 普通株式（株） 25,620,257 20,401,435 ― 46,021,692

自己株式

 普通株式（株） 772 ― ― 772

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
第３回新株予約権 普通株式 22,085 19,852 20,401 21,536 4,135

ストックオプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 20,106

合計 22,085 19,852 20,401 21,536 24,241



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

(リース取引関係) 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金 2,087,855千円
別段預金 △201,871千円

現金及び現金同等物 1,885,984千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金 120,699千円

別段預金 △1,850千円
輸出信用状 △8,509千円

現金及び現金同等物 110,339千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金 539,208千円
別段預金 △1,871千円

現金及び現金同等物 537,336千円

 

 ２ 貸付金現物出資(デットエクイテ

ィスワップ)による関係会社株式

の取得

長期貸付金の減少額 800,000千円

関係会社株式の増加額 800,000千円
 

 ２ 貸付金現物出資(デットエクイテ

ィスワップ)による関係会社株式

の取得

長期貸付金の減少額 280,000千円

関係会社株式の増加額 280,000千円
 

 ２ 貸付金現物出資(デットエクイテ

ィスワップ)による関係会社株式

の取得

長期貸付金の減少額 900,000千円

関係会社株式の増加額 900,000千円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 １ 時価のある有価証券 

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損８億39百万円を計上しております。 

  
 ２ 時価評価されていない有価証券 

 
  

  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

 １ 時価のある有価証券 

 
  
 ２ 時価評価されていない有価証券 

 
(注) 表中の「中間連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間におい

て減損処理を行い、営業用投資有価証券評価損15億円、投資有価証券評価損３億83百万円を計上しておりま

す。 

  

区分
取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券：

 株式 681,992 697,497 15,504

計 681,992 697,497 15,504

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券：

 非上場株式 2,141,800

 社債 420,000
 投資事業組合等の出資金 2,450,000

計 5,011,800

区分
取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券：

 株式 905,970 551,808 △354,161

計 905,970 551,808 △354,161

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

売買目的有価証券：

 非上場株式 212,500

計 212,500

その他有価証券：

 非上場株式 25,791

 投資事業組合等の出資金 36,000

計 61,791



前へ 

  

前連結会計年度（平成19年３月31日） 

 １ 時価のある有価証券 

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損７億94百万円を計上しております。 

  

  

 ２ 時価評価されていない有価証券 

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

 当社グループは、前連結中間会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおい
てもデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

   
   

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

その他有価証券：

 株式 858,444 690,264 △168,180

計 858,444 690,264 △168,180

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券：

 非上場株式 1,933,188

 社債 149,000
 投資事業組合等の出資金 270,000

計 2,352,188



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１.ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  14,355千円 

２.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１.ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   該当事項はありません。 

２.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

   該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  20,106千円 

２.ストック・オプションの内容 

 
  (注) 平成18年８月31日取締役会決議において、付与対象者の変更が行われております。  

  

第１回ストック・オプション

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役３名 

当社監査役１名 

当社子会社の取締役４名 

当社子会社の監査役１名

株式の種類及び付与数 普通株式 900,000 株

付与日 平成18年６月２日

権利確定条件 付与日以降、権利確定日まで勤務していること

対象勤務期間 該当なし

権利行使期間 平成18年６月12日から平成20年７月６日まで

権利行使価格（円） 218

付与日における公正な評価単価（円） 15.95

第１回ストック・オプション

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役５名 

当社監査役３名 

当社子会社の取締役５名 

当社子会社の監査役4名

株式の種類及び付与数 普通株式 900,000 株

付与日 平成18年６月２日

権利確定条件 付与日以降、権利確定日まで勤務していること

対象勤務期間 該当なし

権利行使期間 平成18年６月12日から平成20年７月６日まで

権利行使価格（円） 218

付与日における公正な評価単価（円） 22.34



(セグメント情報) 

 【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
１ 当該事業区分の方法 

５事業の種類により区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容 

精密光学機器事業 

① 顕微鏡 ………倒立型金属顕微鏡、直立型工業用顕微鏡、ロールスコープ、その他各種顕微鏡 

② 測定機 ………工場顕微鏡、測定顕微鏡、非接触深度測定機、非接触厚さ測定機、縮小寸法測定装置、

その他各種測定機 

③ 特殊機器 ……電子産業向各種光学装置、表面実装機、その他各種精密光学機器 

④ OEM光学機器…半導体製造装置向け光学ユニット・機器 

機器販売事業 

① 主にパソコン周辺機器の仕入販売 

業務代行サービス事業 

① 道路事情補償サービス業務代行 

電気通信設備工事等建設事業 

① 各種電気通信設備、電気、土木、建築その他工作物の建設 

情報システム事業 

① 各種コンピュータのソフトウェアの設計・作成及び運用 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、のれん償却額（48,696千

円）と親会社及び株式会社ＴＴＧの管理部門に係る費用であります。 

  

  

区分

精密光学 
機器事業 

  
(千円)

機器販売 
事業 
  

（千円）

業務代行
サービス 
事業 
(千円)

電気通信
設備工事等
建設事業 
(千円)

情報
システム 
事業 
(千円)

計 
  

(千円)

消去又は 
全社 
  

(千円)

 
連結 
  

(千円)

売上高

(1)外部顧客に対す
る売上高

474,825 473,732 182,027 1,824,433 2,632,965 5,587,984 ― 5,587,984

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 474,825 473,732 182,027 1,824,433 2,632,965 5,587,984 ― 5,587,984

営業費用 536,162 585,432 172,892 1,874,720 2,452,265 5,621,473 722,738 6,344,212

営業利益又は営業
損失(△)

△61,336 △111,699 9,134 △50,287 180,699 △33,489 (722,738) △756,227



 当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
１ 当該事業区分の方法 

５事業の種類により区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容 

精密光学機器事業 

 ①顕微鏡・・・・・・倒立型金属顕微鏡、ズームマイクロスコープ、ＵＶレンズ群、その他各種顕微鏡 

 ②測定機・・・・・・測定顕微鏡、非接触段差測定機、非接触厚さ測定機、縮小寸法測定装置、 

             その他各種測定機 

 ③特殊機器・・・・・電子産業向各種光学装置、表面実装機、その他各種精密光学機器 

 ④ＯＥＭ光学機器・・半導体製造装置向け光学ユニット・機器 

機器販売事業 

 ①パソコン周辺機器の仕入販売 

 ②特殊用途の記憶装置の仕入販売 

プリント基板事業 

 ①ＰＣ周辺機器用及び通信機器用のプリント基板の開発・製造及び販売 

業務代行サービス事業 

 ①道路事情補償サービス業務代行 

 ②賃貸補償サービス業務代行 

投資事業 

 ①上場有価証券、非上場有価証券の売買取引 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（146,453千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

  

区分

精密光学 
機器事業 

  
(千円)

機器販売 
事業 
  

（千円）

プリント
基板事業 

   
(千円)

業務代行
サービス 
事業 
(千円)

投資事業

(千円)

計 
  

(千円)

消去又は 
全社 
  

(千円)

 
連結 
  

(千円)

売上高

(1)外部顧客に対す
る売上高

400,050 389,039 1,308,578 147,817 101,000 2,346,486 ― 2,346,486

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 400,050 389,039 1,308,578 147,817 101,000 2,346,486 ― 2,346,486

営業費用 534,234 426,641 1,497,418 199,067 136,017 2,793,378 146,453 2,939,832

営業損失 134,183 37,602 188,839 51,249 35,017 446,892 146,453 593,345



 前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
１ 当該事業区分の方法 

 精密光学機器事業、業務代行サービス事業、機器販売事業、電気通信設備工事等建設事業及び情報システ

ム事業、株式を取得して連結子会社を加えたことによるプリント基板事業の６事業の種類により区分してお

ります。 

２ 各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容 

精密光学機器事業 

 ①顕微鏡・・・・・・倒立型金属顕微鏡、ズームマイクロスコープ、ＵＶレンズ群、その他各種顕微鏡 

 ②測定機・・・・・・測定顕微鏡、非接触段差測定機、非接触厚さ測定機、縮小寸法測定装置、 

             その他各種測定機 

 ③特殊機器・・・・・電子産業向各種光学装置、表面実装機、その他各種精密光学機器 

 ④ＯＥＭ光学機器・・半導体製造装置向け光学ユニット・機器 

機器販売事業 

 ①パソコン周辺機器の仕入販売 

 ②特殊用途の記憶装置の仕入販売 

業務代行サービス事業 

 ①道路事情補償サービス業務代行 

 ②賃貸補償サービス業務代行 

電気通信設備工事等建設事業 

 ①各種電気通信設備、電気、土木、建築その他工作物等の建設 

情報システム事業 

 ①各種コンピュータのソフトウェアの設計・作成及び運用 

プリント基板事業 

 ①ＰＣ周辺機器用及び通信機器用のプリント基板の開発・製造及び販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,059,767千円）の主なものは、のれん

償却額と親会社の管理部門に係る費用であります。 

４ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用

しております。これにより、「消去又は全社」の営業費用が20,106千円増加し、営業利益が同額減少してお

ります。 

  

精密光学 
機器事業 

   
(千円)

機器販売 
事業 
   

(千円)

業務代行 
サービス 
事業 

(千円)

電気通信 
設備工事等
建設事業 
(千円)

情報 
システム 

事業 
(千円)

プリント 
基板事業 

   
(千円)

 
計 
   

(千円)

消去又は 
全社 

   
(千円)

 
連結 

   
(千円)

売上高

(1)外部顧客に対 
  する売上高

1,071,480 1,146,135 365,207 1,824,433 2,632,965 879,032 7,919,254 ― 7,919,254

(2)セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ─ ― ― ―

 計 1,071,480 1,146,135 365,207 1,824,433 2,632,965 879,032 7,919,254 ― 7,919,254

営業費用 1,278,527 1,228,157 411,379 1,874,720 2,452,265 1,039,226 8,284,274 1,059,767 9,344,042

営業利益又は 
営業損失(△)

△207,047 △82,022 △46,172 △50,286 180,700 △160,193 △365,019 (1,059,767) △1,424,787



 【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（146,453千円）の主なものは、親会社、

連結子会社ユニオン光学㈱の管理部門に係る費用であります。 

   

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,059,767千円）の主なものは、のれん

償却額と親会社、連結子会社ユニオン光学㈱の管理部門に係る費用であります。 

３ 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用

しております。これにより、「消去又は全社」の営業費用が20,106千円増加し、営業利益が同額減少してお

ります。 

  

日 本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連 結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,037,907 1,308,578 2,346,486 ─ 2,346,486

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,037,907 1,308,578 2,346,486 ─ 2,346,486

営業費用 1,295,960 1,497,418 2,793,378 146,453 2,939,832

営業損失 258,052 188,839 446,892 146,453 593,345

日 本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連 結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 7,040,221 879,032 7,919,254 ─ 7,919,254

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 7,040,221 879,032 7,919,254 ─ 7,919,254

営業費用 7,245,048 1,039,226 8,284,274 1,059,767 9,344,042

営業損失 204,826 160,193 365,019 1,059,767 1,424,787



 【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア…台湾、大韓民国、フィリピン、タイ 

(2) その他の地域…北米、中南米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア…台湾、香港、大韓民国、フィリピン、タイ 

(2) その他の地域…北米、中南米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,370,880 46,946 1,417,827

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,346,486

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 58.4 2.0 60.4

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,093,477 56,219 1,149,697

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 7,919,254

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 13.8 0.7 14.5



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
３ １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額  341円73銭

１株当たり中間純損失 104円46銭

１株当たり純資産額   71円93銭

１株当たり中間純損失 128円37銭

１株当たり純資産額  191円27銭 

１株当たり当期純損失  254円12銭

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 15,229,393 3,872,616 9,072,336

普通株式に係る純資産額(千円) 15,210,613 3,849,815 8,802,570

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 18,780 22,801 24,241

 少数株主持分 ― ― 245,525

普通株式の発行済株式数(株) 44,511,276 53,521,690 46,021,692

普通株式の自己株式(株) 772 888 772

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数(株)

44,510,504 53,520,802 46,020,920

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 3,844,461 6,237,171 10,271,475

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純損失(千円)

3,844,461 6,237,171 10,271,475

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,802 48,586 40,419

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

潜在株式の種類
 第３回新株予約権 
       885個 
 第１回ストック・オ 
 プション 9,000個 
(株式数 23,946千株)

これらの詳細は「新株
予約権」の状況に記載
のとおりであります。

潜在株式の種類
 第３回新株予約権 
       539個 
 第１回ストック・オ 
 プション 9,000個 
(株式数 14,936千株)

これらの詳細は「新株
予約権」の状況に記載
のとおりであります。

潜在株式の種類 
 第３回新株予約権 
       827個 
 第１回ストック・オ 
 プション 9,000個 
(株式数 22,436千株)

これらの詳細は「新株
予約権」の状況に記載
のとおりであります。



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１ 平成18年10月30日開催の取締役会
決議に基づき、永兆精密電子股份有
限公司の第三者割当による新株式発
行を引受け、同社を子会社化いたし
ました。

第三者割当増資引受けの概要

(1)発行新株式数  95,000,000 株
(2)増資後発行済株式数  
         157,530,000 株 
(3)発行価格 一株当たり 1.8 NTD 
  (時価の約20％ディスカウント) 
(4)払込金額の合計 
   171,000,000 NTD (約６億円) 
(5)払込期日   平成18年11月１日

１ 平成19年11月19日開催の取締役会
決議に基づき、株式会社プレステー
ジ・インターナショナルとの業務受
託契約を解消に関する協議を開始い
たしました。

 当社は、平成16年３月１日付けの
業務委託契約に基づき、㈱プレステ
ージ・インターナショナルの運営す
る自動車関連サービス業務におい
て、自動車関連サービス提供時に発
生する費用を精算する業務の受託を
行っておりましたが、同社からの業
務委託契約の解約協議の申し入れが
あり、当該申し入れ内容を検討した
結果、同取引を取り巻く環境が変わ
ってきていることを鑑み、今後のさ
らなる成果が見出し難いと判断した
ため、業務受託契約の解消に関する
協議を開始いたしました。

２ 新株予約権の行使状況は次の通り
であります。  
 中間決算日以降、平成18年３月27
日発行新株予約権272個の権利行使
に伴い、平成19年12月21日までに
7,083,332 株 の 新 株 を 発 行 し、
687,083千円の資本金、674,276千円
の資本準備金がそれぞれ増加しまし
た。なお、予約権の残個数は267個
であります。 

３ 当社は、平成19年12月７日開催の
取締役会において、第三者割当によ
る新株予約権の発行を行うことにつ
いて決議され、平成19年12月17日に
効力が発生いたしました。

１． 新株予約権の名称及び数
ユニオンホールディングス株式会
社第４回新株予約権102個

２． 目的となる株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式
の 総 数 は、30,600,000 株 と す る
（本新株予約権１個当たりの目的
となる株式の数（以下「割当株式
数」という。）300,000株） 
但し、下記第(2)号及び第(4)号に
より割当株式数が調整される場合
には、本新株予約権の目的である
株式の総数は調整後割当株式数に
応じて調整されるものとする。

(2) 当社が第９項の規定に従って行
使価額（以下に定義する。）の調
整を行う場合には、割当株式数は
次の算式により調整される。但
し、調整の結果生じる１株未満の
端数は切り捨てる。なお、かかる
算式における調整前行使価額及び
調整後行使価額は、第９項に定め
る調整前行使価額及び調整後行使
価額とする。
調整後割当株式数

＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

１ 平成19年５月10日開催の取締役会
決議に基づき、当社の持分法適用関
連会社である㈱ＵＳＳひまわり（旧
社名㈱ＵＳＳ証券）に対して貸付金
現物出資（デットエクイティスワッ
プ）を行い、㈱ＵＳＳひまわり株式
を5,600株取得いたしました。

①発行株式数     5,600株 
②発行価格  １株につき50,000円 
③発行価額の合計   280,000千円 
④払込期日   平成19年５月14日

２ 当社持分法適用関連会社㈱ＵＳＳ
ひまわり（旧社名㈱ＵＳＳ証券）は
次のとおりグループ再編を行ってお
ります。

①当社持分法適用関連会社の㈱ＵＳ
Ｓひまわり（資本金3,641百万円：
商品先物取引事業）は、平成19年
４月19日に設立された㈱ＵＳＳひ
まわりグループ（資本金１百万
円）と株式交換を行い完全子会社
化されました。（効力発生日：平
成19年５月31日） 
 この事象により当社が保有する
㈱ＵＳＳひまわり株式は、㈱ＵＳ
Ｓひまわりグループ株式（当社保
有比率41.7％）となり、㈱ＵＳＳ
ひまわりグループが当社の持分法
適用関連会社となります。 

②㈱ＵＳＳひまわりグループは、ト
リフォ㈱（資本金1,248百万円：商
品先物取引事業）との株式交換を
行い完全子会社といたしました。
（効力発生日：平成19年６月11
日） 
 この事象により当社が営業用投
資有価証券として保有するトリフ
ォ㈱株式は、㈱ＵＳＳひまわりグ
ループ株式となり、㈱ＵＳＳひま
わりグループ株式の保有比率は
34.7％となりました。

③当社は平成19年６月11日開催の取
締役会決議に基づき、㈱ＵＳＳひ
まわりグループに対し次のとおり
第三者割当増資を引受けることを
決議しました。 
平成19年６月14日 ２億円(完了) 
平成19年６月28日 ３億円(予定) 
 この事象により当社保有の㈱Ｕ
ＳＳひまわりグループ株式の保有
比率は39.0％となります。

④ひまわりシーエックス㈱（資本金
2,397百万円：商品先物取引事業）
を分割会社、㈱ＵＳＳひまわりグ
ループを承継会社とする分割型
（人的）吸収分割を行うことが平
成19年５月25日の㈱ＵＳＳひまわ
りグループ株主総会にて決議され
ました。

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当
該調整事由にかかる第９項第(2)号
及び第(5)号による行使価額の調整
に関し、各号に定める調整後行使価
額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、
当社は、調整後の割当株式数の適用
開始日の前日までに、本新株予約権
者に対し、かかる調整を行う旨並び
にその事由、調整前割当株式数、調
整後割当株式数及びその適用開始日
その他必要な事項を書面で通知す
る。但し、第９項第(2)号⑤に定め
る場合その他適用開始日の前日まで
に上記通知を行うことができない場
合には、適用開始日以降速やかにこ
れを行う。

３． 発行価額
１個につき117,000円 
（総額  11,934,000円）

４． 割当日  平成19年12月25日

５． 払込期日 平成19年12月25日

６． 募集の方法及び割当先
第三者割当の方法により、51個をGF
パートナー投資事業有限責任組合
に、38 個 を Infortech  Alliance 
Berhadに、８個をGemtek  
Investment Co.,Ltdに、５個を陳鴻
文氏にそれぞれ割り当てる。

７． 新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額は、行使価額（以下
に定義する。）に割当株式数を乗じ
た額とする。

(2) 本新株予約権の行使により当社が
当社普通株式を発行・移転する場合
における株式１株当りの払込金額
（以下「行使価額」という。）は、
130円とする。

８． 行使価額の修正
 第12項に定める新株予約権の取得
に係る通知がなされてから取得日ま
での期間に本新株予約権の行使を行
う場合には、新株予約権の行使時の
行使価額の120％に相当する金額の
１円未満の端数を切り上げた金額に
修正するものとする。

９． 行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、
本項第(2)号に掲げる各事由により
当社の発行済み普通株式数に変更を
生じる場合または変更を生じる可能
性がある場合には、次に定める算式
(以下「行使価額調整式」という。) 
により調整するものとする。
調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×

既発行 

株式数
＋

新発行・ 
処分株式数

×
１株当たり 
発行・処分価額

時 価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

(1)株式の割当
 ㈱ＵＳＳひまわりグループが発行
する株式16,000株を、ひまわりシー
エックス㈱の株主であるひまわりホ
ールディングスに対して割当交付し
ます。

(2)分割期日
 平成19年７月１日(予定)  
※当該会社分割は商品取引所法に基
づく経済産業大臣及び農林水産大臣
の認可が必要であり、予定されてい
る効力発生日までに当該認可を受け
られることが前提となっておりま
す。

 この事象により当社保有の㈱ＵＳ
Ｓひまわりグループ株式の保有比率
は35.3％となります。 
 上記①から④の事象により当社の
持分法適用関連会社は㈱ＵＳＳひま
わりグループ（資本金1,470百万円）
となり、当社の持分比率は35.3％と
なります。

３ 新株予約権の行使状況は次の通り
であります。  
 決算日以降、平成18年３月27日発
行新株予約権110個の権利行使に伴
い、平 成 19 年 ６ 月 27 日 ま で に
2,864,582 株 の 新 株 を 発 行 し、
277,864千円の資本金、272,685千円
の資本準備金がそれぞれ増加しまし
た。なお、予約権の残個数は717個で
あります。 

４ 平成19年６月26日開催の第80回定
時株主総会において、次のとおり資
本金及び資本準備金の額の減少につ
いて決議されました。

①資本金及び資本準備金の額の減少の
目的 
 資本の欠損填補のため、会社法第
448条第１項の規定に基づき資本準
備金の取り崩しを行い、また、会社
法第447条１項の規定に基づき資本
金を減少し、未処理損失を解消し、
今後の財務体質の強化を図ることを
目的といたします。

②減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額   6,284,251,402円 
資本準備金の額 3,091,382,404円

③資本金及び資本準備金の減額の方法
 発行済株式総数の数を変更せず、
資本金、資本準備金の額のみを減少
いたします。

④日程
資本準備金の額の減少の効力 
発生日 平成19年６月26日 
債権者異議申述 終期日  
    平成19年７月31日(予定) 
資本金の額の減少の効力 
発生日 平成19年８月１日(予定)



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

(2) 行使価額調整式により行使価額
の調整を行う場合及び調整後の行
使価額の適用時期については、次
に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下
回る払込金額をもって当社普通株
式を新たに発行し、又は当社の保
有する当社普通株式を処分する場
合（無償割当てによる場合を含
む。）（但し、新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含
む。）の行使、取得請求権付株式
又は取得条項付株式の取得、その
他当社普通株式の交付を請求でき
る権利の行使によって当社普通株
式を交付する場合、及び会社分
割、株式交換又は合併により当社
普通株式 を交付 する場合を 除
く。） 
 調整後の行使価額は、払込期日
（募集に際して払込期間を定めた
場合はその 終日とし、無償割当
ての場合はその効力発生日とす
る。）以降、又はかかる発行若し
くは処分につき株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日が
ある場合はその日の翌日以降これ
を適用する。

② 株式の分割により普通株式を発
行する場合 
 調整後の行使価額は、株式の分
割のための基準日の翌日以降これ
を適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下
回る払込金額をもって当社普通株
式を交付する定めのある取得請求
権付株式又は下記第(4)号②に定め
る時価を下回る払込金額をもって
当社普通株式の交付を請求できる
新株予約権（新株予約権付社債に
付されたものを含む。）を発行又
は付与する場合 
 調整後の行使価額は、取得請求
権付株式の全部に係る取得請求権
又は新株予約権の全部が当初の条
件で行使されたものとみなして行
使価額調整式を適用して算出する
ものとし、払込期日（新株予約権
の場合は割当日）以降又は（無償
割当ての場合は）効力発生日以降
これを適用する。但し、株主に割
当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合には、その日の
翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式
又は取得条項付新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含
む。）の取得と引換えに本項第(4)
号②に定める時価を下回る価額を
もって当社普通株式を交付する場
合 
 調整後の行使価額は、取得日の
翌日以降これを適用する。

５ 平成19年６月26日開催の連結子会
社ユニオン光学㈱の株主総会で資本
金及び資本準備金の額の減少につい
て次のとおり決議されました。ま
た、当社の保有するユニオン光学社
転換社債型新株予約権付社債（以
下、転換社債）について、平成19年
５月25日開催の当社取締役会で普通
株式へ転換することを決議いたしま
した。

①ユニオン光学㈱の減増資の目的 
 減資により未処理損失を解消して
財務体質の強化をはかることを目的
とします。

②減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額     457百万円 
資本準備金の額   334百万円

③資本金及び資本準備金の減額の方法
 発行済株式総数の数を変更せず、
資本金、資本準備金の額のみを減少
いたします。

④転換社債の転換により増加する資本
金の額 
増加する資本金の額  205百万円

⑤増減資後の資本金の額 

６ 平成19年６月26日開催予定の第80
回定時株主総会において、会社法第
236条、第238条及び第239条の規定に
基づき、ストック・オプションとし
て新株予約権を発行する件について
次のとおり決議されました。

(1) 特に有利な条件によって新株予約
権を引き受ける者の募集を必要とす
る理由 
 当社及び当社子会社の業績向上に
対する意欲や士気を一層高め、業容
拡大に資することを目的としてスト
ック・オプションとして無償で新株
予約権を付与するものであります。

(2) 新株予約権の割当てを受ける者
 当社及び当社関係会社の取締役、
執行役員、監査役、顧問及び従業員
に割当てるものといたします。

(3) 新株予約権の募集事項 
 ① 新株予約権の内容及び数の上限
ⅰ.新株予約権の目的である株式の数
 新株予約権１個当たり当社普通株
式100株（以下、「付与株式数」と
いう。）とする。 
 なお、新株予約権を割り当てる日
（以下、「割当日」という。）後、
当社が当社普通株式につき、株式分
割または株式併合を行う場合には、
付与株式数を次の算式により調整す
る（１株未満の端数は切り捨て）。
ただし、かかる調整は、当該時点で
行使または消却されていない新株予
約権についてこれを行うものとす
る。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

 

⑤ 本号①乃至③の場合において、
基準日が設定され、且つ、効力の
発生が当該基準日以降の株主総
会、取締役会その他当社の機関の
承認を条件としているときには、
本号①乃至③にかかわらず、調整
後の行使価額は、当該承認があっ
た日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の
翌日から当該承認があった日まで
に本新株予約権の行使請求をした
新株予約権者に対しては、次の算
出方法により、当社普通株式を交
付する。但し、株券の交付につい
ては第17項の規定を準用する。
株式数 ＝

(
調整前 

行使価額
－

調整後 

行使価額
) ×

調整前行使価額により

当該期間内に発行・移

転された株式数

調整後行使価額

 この場合、１株未満の端数を生じ
たときはこれを切り捨てるものと
する。

(3) 行使価額調整式により算出され
た調整後の行使価額と調整前の行
使価額との差額が１円未満にとど
まる場合は、行使価額の調整は行
わない。但し、その後行使価額の
調整を必要とする事由が発生し、
行使価額を調整する場合には、行
使価額調整式中の調整前行使価額
に代えて調整前行使価額からこの
差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算につい
ては、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入す
る。
② 行使価額調整式で使用する時価
は、調整後の行使価額が初めて適
用される日に先立つ45取引日目に
始まる30取引日の株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の平均値（終値の
ない日数を除く。）とする。この
場合、平均値の計算は、円位未満
小数第２位まで算出し、小数第２
位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発
行株式数は、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日があ
る場合はその日、また、かかる基
準日がない場合は、調整後の行使
価額を初めて適用する日の１ヶ月
前の日における当社の発行済普通
株式の総数から、当該日において
当社の保有する当社普通株式を控
除した数とする。また、本項第(2)
号⑤の場合には、行使価額調整式
で使用する新発行・処分株式数
は、基準日において当社が有する
当社普通株式に割り当てられる当
社の普通株式数を含まないものと
する。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を
必要とする場合以外にも、次に掲
げる場合には、当社は、本新株予
約権者と協議のうえ、その承認を
得て、必要な行使価額の調整を行
う。

 

 

  調整後付与株式数  

  ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしく
は新設合併を行い本件新株予約権が
継承される場合または当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、当
社は必要と認める付与株式数の調整
を行うものとする。
ⅱ.新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額 
 新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産は金銭とし、その価額は、
新株予約権の行使により発行または
移転する株式１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）
に、行使により発行または移転する
株式数を乗じた金額とする。 
 行使価額は、割当日の属する月の
前月の各日（取引が成立しない日を
除く）における東京証券取引所にお
ける当社普通株式の終値の平均値に
1.05を乗じた金額（１円未満の端数
は切り上げる）とする。ただし、そ
の金額が割当日の前日の東京証券取
引所における当社普通株式の終値
（当日に終値がない場合は、これに
先立つ直近日の終値）を下回る場合
は、当該終値を行使価額とする。 
 なお、割当日後、当社が株式分割
または株式併合を行う場合、上記行
使価額は分割または併合の比率に応
じ次の算式により調整されるものと
し、調整により生じる１円未満の端
数は切り上げるものとする。
調整後行使価額

＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 また時価を下回る価額で新株式の発
行または自己株式の処分（新株予約
権の行使による場合を除く）が行わ
れる場合、上記行使価額は次の算式
により調整されるものとし、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上
げるものとする。
調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×

既発行 

株式数
＋

新規発行 
株式数

×
１株当たり 
払込金額

時 価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式
数」とは当社の発行済株式総数から
当社が保有する自己株式の総数を控
除した数とし、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に、「１株
当たり払込金額」を「１株当たり処
分金額」にそれぞれ読み替えるもの
とする。 
また、当社が他社と吸収合併もしく
は新設合併を行い本件新株予約権が
承継される場合または当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、当
社は必要と認める行使価額の調整を
行うものとする。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

① 株式の併合、資本の減少、会社
分割、株式交換又は合併のために
行使価額の調整を必要とすると
き。
② その他当社の普通株式数の変更
又は変更の可能性が生じる事由の
発生により行使価額の調整を必要
とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事
由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、
他方の事由による影響を考慮する
必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわら
ず、本項第(2)号に基づく調整後の
行使価額を初めて適用する日が第
８項に基づく行使価額の修正日と
一致する場合には、本項第(2)号に
基づく行使価額の調整は行わない
ものとする。

(7) 行使価額の調整を行うときは、
当社は、調整後の行使価額の適用
開始日の前日までに、本新株予約
権者に対し、かかる調整を行う旨
並びにその事由、調整前の行使価
額、調整後の行使価額及びその適
用開始日その他必要な事項を書面
で通知する。但し、本項第(2)号⑤
に定める場合その他適用開始日の
前日までに上記通知を行うことが
できない場合には、適用開始日以
降速やかにこれを行う。

10. 新株予約権の行使請求期間
 平成19年12月25日から平成21年
12月24日（第12項各号に従って本
新株予約権の全部または一部が取
得される場合には、取得される本
新株予約権については、取得のた
めの通知がなされた日）までとす
る。

11. その他の本新株予約権の行使の
条件 
 各本新株予約権の一部行使はで
きないものとする。

12. 本新株予約権の取得事由及び取
得の条件

(1) 当社は、当社が吸収合併による
消滅、株式移転及び株式交換によ
り他の会社の完全子会社となるこ
とを当社の株主総会で決議した場
合、当該効力発生日以前に、残存
する本新株予約権の全部を取得す
ることができるものとする。

(2) 当社は、本新株予約権の取得が
必要と当社取締役会が決議した場
合は、(1)本新株予約権証券が発行
されていない場合には、会社法273
条及び第274条の規定に従って通知
し、(2)本新株予約権証券が発行さ
れている場合は、会社法273条、第
274条及び第293条の規定に従って
公告及び通知をしたうえで、当社
取締役会の定める取得日に、本新
株予約権者の保有する本新株予約
権の全部または一部を取得するこ
とができるものとする。

ⅲ.新株予約権を行使することができ
る期間 
 平成19年７月７日より平成24年７
月６日までとする。ただし新株予約
権の割当を受けた者（以下、「新株
予約権者」という。）と当社との間
で個別に締結される新株予約権割当
契約により、権利行使期間中におけ
る新株予約権の行使が制限されるこ
とがある。
ⅳ.新株予約権の譲渡制限 
 譲渡による新株予約権の取得につ
いては取締役会の決議による承認を
要するものとする。
ⅴ.新株予約権の取得条件 
イ. 新株予約権者が、下記(3)③に
定める行使の条件を満たさず、新株
予約権を行使できないこととなった
場合、当社は当該新株予約権を無償
で取得することができる。 
ロ. 当社が消滅会社となる合併契約
書が承認されたとき、当社が完全子
会社となる株式交換契約書承認の議
案または株式移転の議案が株主総会
で承認されたときは、当社は新株予
約権を無償で取得することができ
る。 
ハ. その他、当社はいつでも取締役
会の決議に基づき新株予約権を無償
で取得することができる。
ⅵ.その他の新株予約権の内容 
 その他の新株予約権の内容の決定
については取締役会に委任する。
ⅶ.新株予約権の数の上限 
 22,000個を上限とする。

② 新株予約権の払込金額 
 新株予約権と引換えに金銭の払込
は要しない。

③ 新株予約権の行使の条件
ⅰ.新株予約権者は、権利行使の際
に、当社及び当社関係会社の取締
役、執行役員、監査役、顧問及び従
業員の地位にあることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年退
職、転籍、その他当社が正当な理由
があると認めた場合は、この限りで
ない。
ⅱ.新株予約権者が権利行使期間内に
死亡した場合、新株予約権者の相続
人は、新株予約権を相続する。
ⅲ.その他の権利行使の条件は、新株
予約権割当契約に定めるところによ
る。

④ その他の募集事項 
新株予約権の割当日その他の新株予
約権の募集事項の決定については取
締役会に委任する。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

 一部取得する場合には、抽選その他
の合理的な方法により行うものとす
る。なお、通知がなされてから取得
日までの期間に本新株予約権の行使
を行う場合には、新株予約権行使時
の行使価額を120％に相当する金額
の１円未満の端数を切り上げた金額
に修正する。

(3) 当社は、本項第(1)号及び第(2)号
による本新株予約権の取得を行う場
合、本新株予約権者に対し、本新株
予約権１個につき当該新株予約権１
個の発行価額と同額を対価として支
払うものとする。

13. 本新株予約権の譲渡制限
 本新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要するものと
する。

14. 本新株予約権の行使により株式を
発行する場合の増加する資本金及び
資本準備金 
 本新株予約権の行使により株式を
発行する場合に増加する資本金の額
は、会社計算規則第40条の定めると
ころに従って算定された資本金等増
加限度額に0.5を乗じた金額とし、
計算の結果１円未満の端数を生じる
場合はその端数を切り上げた額とす
る。増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額より増加する資本
金の額を減じた額とする。

15. 本新株予約権の期中行使があった
場合の取扱い 
 本新株予約権の行使により交付す
る株式に関する利益配当金（会社法
第454条第５項に定められた金銭の
分配を含む。）は、本新株予約権行
使の効力発生日の属する配当計算期
間の初めに本新株予約権行使の効力
が発生したものとみなして、これを
支払う。

16. 本新株予約権証券の行使請求の方
法

(1) 新株予約権を行使する場合、所定
の行使請求書に必要事項を記載して
これに記名押印したうえ、これを第
10項記載の行使期間中に第20項記載
の行使請求受付場所に提出するもの
とする。当該行使に係る本新株予約
権につき本新株予約権証券が発行さ
れている場合は、行使請求書に当該
本新株予約権証券を添付しなければ
ならない。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前
号の行使請求書の提出に加えて、本
新株予約権の行使に際して払込をな
すべき額の全額を現金にて第21項に
定める払込取扱場所の当社が指定す
る口座に振り込むものとする。 

―――――――――――



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

(3) 本新株予約権の行使請求の効力
は、行使請求に必要な書類の全部
が第20項記載の行使請求受付場所
に到着し、且つ当該本新株予約権
の行使に際して払込をなすべき額
の全額が前号に定める口座に入金
された日に発生する。

17. 株券の交付方法
 当社は、行使請求の効力発生後
速やかに株券を交付する。

18. 新株予約権証券の発行
 本新株予約権証券は、新株予約
権者の請求がある時に限り発行す
るものとします。

19. 本新株予約権の発行価額及びそ
の行使に際しての払込をなすべき
額の算定理由 
 本新株予約権の発行価額は、第
三者機関によるモンテカルロ・シ
ミュレーション方式により算出さ
れた結果を参考に設定した。さら
に、本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき額は第７項記載の
通りとし、行使価額を平成19年12
月６日の終値とした。

20. 行使請求受付場所
 ユニオンホールディングス株式
会社 社長室

21. 払込取扱場所
 株式会社りそな銀行 芝支店 
 株式会社みずほ銀行 芝支店 
 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
        麹町中央支店

22. その他

(1) 上記各号については、金融商品
取引法に基づく届出の効力発生を
条件とする。

(2) その他本新株予約権発行に関し
必要な事項は、当社代表取締役社
長に一任する。

―――――――――――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 
  

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,040,498 63,091 412,255

 ２ 売掛金 18,987 150,783 ―

 ３ 有価証券 1,634,000 217,927 36,270

 ４ 営業用投資有価証券 ― 212,500 1,902,500

 ５ 短期貸付金 2,674,100 2,524,200 1,853,589

 ６ 未収入金 1,771,480 693,882 3,698,734

 ７ 未収収益 41,404 37,250 39,258

 ８ その他 ※２ 9,135 132,831 61,534

   貸倒引当金 △1,338,619 △2,364,212 △3,274,682

    流動資産合計 6,850,986 41.4 1,668,254 26.7 4,729,459 43.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 149,743 256,597 145,892

  (2) 土地 27,921 44,903 27,921

  (3) その他 8,058 185,724 1.1 28,751 330,253 5.3 6,906 180,720 1.7

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 6,061 7,535 5,253

  (2) その他 ― 6,061 0.0 369 7,904 0.1 ─ 5,253 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,956,671 605,658 1,131,275

  (2) 関係会社株式 3,389,974 2,299,081 3,136,019

  (3) 関係会社社債 910,000 820,000 1,330,000

  (4) 出資金 ― 55,007 52,948

  (5) 長期貸付金 1,064,681 352,681 678,681

  (6) 長期未収入金 ─ 450,000 ─

  (7) 敷金・保証金 48,439 48,389 48,389

    貸倒引当金 ─ 9,369,766 56.6 △415,870 4,214,946 67.6 △530,540 5,846,773 54.2

    固定資産合計 9,561,551 57.7 4,553,104 73.0 6,032,747 55.9

Ⅲ 繰延資産 142,579 0.9 19,545 0.3 34,151 0.3

    資産合計 16,555,117 100.0 6,240,904 100.0 10,796,359 100.0



 
  

 

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ― 74,794 ―

 ２ 未払金 84,183 250,768 78,859

 ３ 未払法人税等 21,832 13,669 20,451

 ４ その他 24,027 12,658 38,346

    流動負債合計 130,043 0.8 351,891 5.6 137,657 1.3

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 4,436 ― ―

 ２ その他 ― 18,115 ―

    固定負債合計 4,436 0.0 18,115 0.3 ― ―

    負債合計 134,479 0.8 370,006 5.9 1.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 16,943,624 102.3 11,533,383 184.8 17,090,134 158.3

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 2,947,602 2,947,602 17.8 713,939 713,939 11.4 3,091,382 3,091,382 28.6

 ３ 利益剰余金

    その他利益剰余金

     繰越利益剰余金 △3,494,954 △3,494,954 △21.1 △6,042,437 △6,042,437 △96.8 △9,375,633 △9,375,633 △86.8

 ４ 自己株式 △ 881 0.0 △903 0.0 △881 0.0

    株主資本合計 16,395,392 99.0 6,203,981 99.4 10,805,002 100.1

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 6,466 0.1 △355,885 △5.7 △170,541

    評価・換算差額等合計 6,466 0.1 △355,885 △5.7 △170,541 △1.6

Ⅲ 新株予約権 18,780 0.1 22,801 0.4 24,241 0.2

    純資産合計 16,420,638 99.2 5,870,897 94.1 10,658,701 98.7

    負債純資産合計 16,555,117 100.0 6,240,904 100.0 10,796,359 100.0



② 【中間損益計算書】 

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 182,027 100.0 248,817 100.0 365,207 100.0

Ⅱ 売上原価 172,892 95.0 335,085 134.6 411,378 112.6

売上総利益又は 
売上総損失(△)

9,134 5.0 △86,267 △34.6 △46,171 △12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 286,384 157.3 153,390 61.7 657,956 180.2

営業損失 277,250 △152.3 239,657 △96.3 704,128 △192.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 234,022 128.6 85,666 34.4 303,035 83.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 416,031 228.6 18,860 7.5 1,294,102 354.3

経常損失 459,258 △252.3 172,851 △69.4 1,695,195 △464.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 298,483 164.0 25,060 10.0 162,875 44.6

Ⅶ 特別損失 ※４ 3,333,231 1,831.2 5,893,836 2,368.7 7,841,523 2,147.1

税引前中間(当期)純損失 3,494,007 △1,919.5 6,041,627 △2,428.1 9,373,843 △2,566.6

法人税、住民税 
及び事業税

946 0.5 810 0.3 1,790 0.5

中間(当期)純損失 3,494,954 △1,920.0 6,042,437 △2,428.4 9,375,633 △2,567.1



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 14,841,206 7,749,343 △6,878,495 △881 15,711,173

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,102,418 2,076,754 ― ― 4,179,173

 資本準備金の取崩 ― △6,878,495 6,878,495 ― ―

 中間純損失 ― ― △3,494,954 ― △3,494,954

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) 2,102,418 △4,801,740 3,383,541 ― 684,218 

平成18年９月30日残高(千円) 16,943,624 2,947,602 △3,494,954 △881 16,395,392

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) △163,807 8,600 15,555,965

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― 4,179,173

 資本準備金の取崩 ― ― ―

 中間純損失 ― ― △3,494,954

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 170,273 10,180 180,453

中間会計期間中の変動額合計(千円) 170,273 10,180 864,672

平成18年９月30日残高(千円) 6,466 18,780 16,420,638

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 17,090,134 3,091,382 △9,375,633 △881 10,805,002

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 727,499 713,939 ― ― 1,441,439

 資本金の取崩 △6,284,251 ― 6,284,251 ― ―

 資本準備金の取崩 ― △3,091,382 3,091,382 ― ―

 中間純損失 ― ― △6,042,437 ― △6,042,437

 自己株式の取得 ― ― ― △22 △22

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) △5,556,751 △2,377,442 3,333,196 △22 △4,601,020

平成19年９月30日残高(千円) 11,533,383 713,939 △6,042,437 △903 6,203,981



  

  

 
  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) △170,541 24,241 10,658,701

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― 1,441,439

 資本金の取崩 ― ― ―

 資本準備金の取崩 ― ― ―

 中間純損失 ― ― △6,042,437

 自己株式の取得 ― ― △22

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △185,343 △1,440 △186,783

中間会計期間中の変動額合計(千円) △185,343 △1,440 △4,787,804

平成19年９月30日残高(千円) △355,885 22,801 5,870,897

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 14,841,206 7,749,343 △6,878,495 △881 15,711,173

当事業年度中の変動額

 新株の発行 2,248,928 2,220,534 ─ ─ 4,469,462

 資本準備金の取崩 ─ △6,878,495 6,878,495 ─ ─

 当期純損失 ─ ─ △9,375,633 ─ △9,375,633

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ ─

当事業年度中の変動額合計(千円) 2,248,928 △4,657,960 △2,497,138 ─ △4,906,170

平成19年３月31日残高(千円) 17,090,134 3,091,382 △9,375,633 △881 10,805,002

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) △163,807 8,600 15,555,965

当事業年度中の変動額

 新株の発行 ─ ─ 4,469,462

 資本準備金の取崩 ─ ─ ─

 当期純損失 ─ ─ △9,375,633

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △6,734 15,641 8,906

当事業年度中の変動額合計(千円) △6,734 15,641 △4,897,264

平成19年３月31日残高(千円) △170,541 24,241 10,658,701



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 当社は、前事業年度に554,014千円

の経常損失及び6,876,875千円の税引

前当期純損失を計上しましたが、当中

間会計期間においても459,258千円の

経常損失を計上及び3,494,007千円の

税引前中間純損失を計上することとな

りました。当該状況により継続企業の

前提について、疑義を抱かせる状況が

存在しております。 

 当該状況を解消すべく、投資ポート

フリオの見直しおよび成長戦略に必要

な資金を調達するための資本増強等を

おこない財務基盤の強化を図ってまい

りました。今後は、これまで投資を行

ってきた当社グループ企業のシナジー

性を十分考慮した上、蓄積してきたノ

ウハウを活かしつつ、財務内容の健全

化、営業内容の強化を推し進めること

で企業価値を向上させて行く所存であ

ります。これらによりかかる疑義は解

消できるものと考えております。 

 中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。

 当社は、前事業年度に1,695百万円

の経常損失及び9,373百万円の税引前

当期純損失を計上しましたが、当中間

会計期間においても172百万円の経常

損失を計上、5,893百万円の特別損失

を計上したことにより、6,041百万円

の税引前中間純損失を計上するに至り

ました。 

 当該状況により継続企業の前提にお

いて、疑義を抱かせる状況が存在して

おります。 

 当該状況を解消すべく、当社が従来

行ってきました業務代行サービス事業

が不採算事業となっているため、平成

19年11月19日付取締役会にて撤退を決

議いたしました。今後は投資事業及び

子会社及び関連会社の管理に注力して

行くことにより、当社の収益の柱とし

ていきたいと考えております。 

 特別損失計上の主な理由としては、

当中間会計期間において、持分法適用

関連会社である株式会社ＵＳＳひまわ

りグループを中心とした、金融グルー

プの再編を行い、不採算事業の撤退等

を行いました。このことに伴い、関係

会社株式評価損が発生することとなり

ました。また、投資事業に関しては、

急変する株式市場や先物市場の状況な

どから、取引先の状況も急変しがちで

ありますが、長期化が見込まれる投資

に関して、また、取引先等の状況も勘

案しながら見積もりを行い、将来のリ

スクを減らすこととしております。こ

のことに関して貸倒引当金繰入、投資

有価証券評価損、営業用投資有価証券

評価損が発生しております。 

 当社は持株会社として子会社及び持

分法適用関連会社の管理とグループ戦

略を行っており、現在までグループ会

社の財務内容の強化を特に推し進めて

きましたが、次の段階として事業の強

化・収益力の強化を推し進めてまいり

ます。その結果として、当社としての

企業価値を向上させて行きたいと考え

ております。不採算事業の撤退を決議

し、新たな売上の柱となる投資事業に

関しては、市況等の変化に機敏に対応

する形で投資ポートフォリオを形成

し、現在まで蓄積してきたノウハウを

生かしつつ投資事業を利益体質として

いく所存です。これらによりかかる疑

義は解消できるものと考えておりま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。

 当社は、前事業年度に554百万円の

経常損失及び6,876百万円の税引前当

期純損失を計上しましたが、当事業年

度においても1,695百万円の当期経常

損失を計上、7,841百万円の特別損失

を計上したことにより、9,373百万円

の税引前当期純損失を計上するに至り

ました。 

 当該状況により継続企業の前提にお

いて疑義を抱かせる状況が存在してお

ります。 

 当該状況を解消すべく、グループ会

社の有利子負債の早期解消及び成長戦

略に資金を調達するための資本増強等

を行い財務基盤の強化を図ってまいり

ました。 

 しかしながら当社の主な連結子会社

であった㈱ＴＴＧホールディングス

（旧社名㈱ＴＴＧ）の上場廃止を受

け、多額の関係会社株式評価損を計上

することとなり、これらに伴うグルー

プの信用力の急激な低下等から当初の

計画を大幅に変更することを余儀なく

される結果となりました。 

 これらの事象を受け、今後の投資ス

タンスやグループ再編計画、キャッシ

ュフロー等にも多大な影響があること

から、今後のリスクを減少させる意味

からも貸倒引当金の計上の見直しや、

早期資金回収による売却損の計上、リ

スクがあると思われる投資プロジェク

トからの撤退・評価損の計上等を積極

的に行うことを推し進めたことによ

り、多額の特別損失を計上するに至り

ました。 

 今後は、これまでの投資ポートフォ

リオの見直しを行ってきた当社グルー

プ企業シナジー性を十分考慮したう

え、蓄積してきたノウハウを活かしつ

つ、財務内容の健全化、営業内容の強

化を推し進めることで企業グループと

しての価値を向上させていく所存であ

ります。また、これまでに投資してき

たプロジェクト等からの資金回収を積

極的に進めて行きたいと考えておりま

す。 

 これらにより継続企業の前提にかか

る疑義は解消できるものと考えており

ます。 

 財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記のような重要な疑

義の影響を財務諸表には反映しており

ません。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準

及び評価方法

 有価証券
子会社株式及び関連会社
株式
総平均法による原価法

売買目的有価証券
中間決算期末の市場価
格に基づく時価法(売
却原価は総平均法によ
り算出)

 有価証券
子会社株式及び関連会社
株式
同左

売買目的有価証券
同左

 

 有価証券
子会社株式及び関連会社
株式

   同左
売買目的有価証券
決算期末の市場価格に
基づく時価法(売却原
価は総平均法により算
出)

その他有価証券
   時価のあるもの

中間決算期末日の市
場価格等に基づく時
価法(評価差額は全
部純資産直入法によ
り処理し、売却原価
は総平均法により算
定しております。)

その他有価証券
 時価のあるもの
 同左

その他有価証券
 時価のあるもの

決算期末日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は全部純
資産直入法により処
理し、売却原価は総
平均法により算定し
ております。)

 時価の無いもの
総平均法による原価
法

 時価の無いもの
 同左

 時価の無いもの
    同左

投資有価証券として計
上している投資事業有
限責任組合等への出資
金の会計処理

当該組合に係る損益
の当社持分を収益又
は費用として計上し
ております。  

   ―――――――    ―――――――

２ 固定資産の減価

償却の方法

(1) 有形固定資産
建物…定額法
その他の有形固定資産

  …定率法
なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

  建物
        15～31年
  工具器具及び備品
        ４～20年

(1) 有形固定資産
 同左

 

(1) 有形固定資産
 同左

 
  
  
  
  

(2) 無形固定資産
定額法によっておりま
す。
なお、償却年数について
は、法人税法に規定する
方法と同一の基準によっ
ております。 
ただし、ソフトウェア
(自社利用分)について
は、社内における利用可
能期間(５年)に基づく定
額法によっております。

(2) 無形固定資産
  同左

(2) 無形固定資産
  同左



 
  

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 繰延資産の処理

方法
 株式交付費は２年間の均等

償却を行っております。な

お、前事業年度に計上してい

た「新株発行費」は「株式交

付費」に振り替え、２年間で

均等償却しております。

 株式交付費は２年間の均等

償却を行っております。

 株式交付費は２年間の均等

償却を行っております。な

お、前事業年度に計上してい

た「新株発行費」は「株式交

付費」に振り替え、２年間で

均等償却しております。

４ 引当金の計上基

準
貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備
えるために、一般債権につ
いては貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権
については回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計
上しております。

貸倒引当金 

   同左

貸倒引当金 

   同左

５ 収益及び費用の

計上基準
 主に引渡基準によっており

ます。
 売買目的有価証券のうち、

時価のあるものを売却した場

合には、「営業用有価証券売

却損益」として、売却損益の

純額を計上しております。 

 時価のないものを売却した

場合には、「営業用有価証券

売上高」として計上し、「営

業用投資有価証券売上原価」

として、売却有価証券簿価、

支払手数料、評価損等を計上

しております。 

 その他に関しては、主に出

荷基準によっております。

 主に引渡基準によっており

ます。

６ その他の中間財

務諸表(財務諸

表)作成のため

の基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会
計処理は、税抜方式によっ
ております。

(1) 消費税等の会計処理方法 

   同左

(2) 消費税等の会計処理方法 

   同左

   ―――――――
(2) 営業用投資有価証券の 

  会計処理

 Ｍ＆Ａ等の営業取引として
営業投資目的にて取得した有
価証券については、「営業用
投資有価証券」として流動資
産に計上しております。 
  なお、当該投資により、一
時的に営業投資先の意思決定
機関を支配している要件及び
営業投資先に重要な影響を与
えている要件を満たすことも
ありますが、所有目的が傘下
に入れる目的ではなく、あく
まで一時保有であることか
ら、「関係会社株式」として
おりません。

(2) 営業用投資有価証券の 

  会計処理 

   同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――――――― （有価証券の売却・評価による収入及
び関連費用） 
 従来、営業外収益に「有価証券売却
益」及び営業外費用の「有価証券売却
損」にそれぞれ含めて計上していた流
動資産の「有価証券」について、当中
間会計期間よりその売却高、時価評価
損益及び取得原価は、「売上高」及び
「売上原価」に売却損益の純額を計上
することに変更しております。この変
更は、当社の事業活動の成果である投
資事業において、当該取扱高の増大及
び重要性の増加等により、損益区分及
び取引実体をより適切に表示するため
に行うものであります。この結果、従
来の方法によった場合に比べて当中間
会計期間の売上原価が21,691千円増加
し営業損失は21,691千円増加しており
ますが、経常損失及び税引前中間純損
失に与える影響はありません。

――――――――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等） 
 当中間会計期間から「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12月
９日 企業会計基準第５号）及び「貸
借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企業会
計基準適用指針第８号）を適用してお
ります。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。なお、従来の「資本の部」の
合計に相当する金額は16,401,858千円
であります。 
 中間財務諸表等規則の改正により、
当中間会計期間における中間財務諸表
は、改正後の中間財務諸表等規則によ
り作成しております。

―――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等） 
 当事業年度から「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準」（企
業会計基準委員会 平成17年12月９日
企業会計基準第５号）及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計基
準等の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成17年12月９日 企業会計基準
適用指針第８号）を適用しておりま
す。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。なお、従来の「資本の部」の
合計に相当する金額は10,634,460千円
であります。 
 財務諸表等規則の改正により、当事
業年度における財務諸表については、
改正後の財務諸表等規則により作成し
ております。

（ストック・オプション等に関する会
計基準等） 
 当中間会計期間から「ストック・オ
プション等に関する会計基準」(企業
会計基準委員会 平成17年12月27日 
企業会計基準第８号）及び「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会 
終改正平成18年５月31日 企業会計基
準適用指針第11号）を適用しておりま
す。 
 これにより、営業損失、経常損失及
び税引前中間純損失が14,355千円増加
しております。

―――――――――――― （ストック・オプション等に関する会
計基準等） 
 当事業年度から「ストック・オプシ
ョン等に関する会計基準」(企業会計
基準委員会 平成17年12月27日 企業
会計基準第８号）及び「ストック・オ
プション等に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 終改正
平成18年５月31日 企業会計基準適用
指針第11号）を適用しております。 
 これにより、営業損失、経常損失及
び税引前当期純損失が20,106千円増加
しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の
取扱い） 
 当中間会計期間から「繰延資産の会
計処理に関する当面の取扱い」(実務
対応報告第19号  平成18年８月11日)
を適用しており、前事業年度において
繰延資産の内訳として表示していた
「新株発行費」は、当中間会計期間よ
り「株式交付費」として表示する方法
に変更しております。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 

―――――――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の
取扱い） 
 当事業年度から「繰延資産の会計処
理に関する当面の取扱い」（企業会計
基準委員会 平成18年８月11日 実務
対応報告第19号）を適用しており、前
事業年度において繰延資産の内訳とし
て表示していた「新株発行費」は、当
事業年度より「株式交付費」として表
示する方法に変更しております。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。



表示方法の変更 

 
  

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間貸借対照表） 
 前中間会計期間末まで流動資産のその他に含めて表示し
ていました未収入金（前中間会計期間末17,757千円）は資
産総額の100分の５以上となったため、区分掲記すること
に変更致しました。 
 前中間会計期間末まで固定資産の投資有価証券に含めて
表示していました関係会社社債（前中間会計期間末
270,000千円）は資産総額の100分の５以上となったため、
区分掲記することに変更致しました。 
 前中間会計期間末まで投資その他の資産のその他に含め
て表示していました長期貸付金（前中間会計期間末
255,481千円）は資産総額の100分の５以上となったため区
分掲記することに変更しました。 
 前中間会計期間末まで流動負債のその他に含めて表示し
ていました未払金（前中間会計期間末65,543千円）は重要
性が高まったため区分掲記することに変更いたしました。

――――――――――――――――

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

91,735千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

102,110千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

97,150千円

※２ 消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産のその他

に含めて表示しております。

※２ 消費税等の取扱い

同左

―――――――

 ３ 手形割引高及び裏書譲渡

受取手形裏書譲渡高 100,000千円



(中間損益計算書関係) 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

   受取利息 141,301千円 47,748千円 199,203千円

   有価証券売却益 42,697千円 ― 42,778千円

   出資分配金 3,489千円 2,891千円 10,844千円

   貸倒引当金戻入益 21,090千円 13,689千円 ―

※２ 営業外費用の主要項目

   デリバティブ取引損失 241,150千円 ― 241,150千円

   有価証券評価損 44,187千円 ― ―

   営業用投資有価証券売却損 ― ― 476,535千円

   営業用投資有価証券評価損 ― ― 304,732千円

   株式交付費償却 109,148千円 17,101千円 218,425千円

※３ 特別利益の主要項目

   投資有価証券売却益 ― 25,060千円 162,875千円

   貸倒引当金戻入益 298,483千円 ― ―

※４ 特別損失の主要項目

   投資有価証券売却損 263,165千円 1,835千円 377,019千円

   投資有価証券評価損 943,169千円 383,000千円 943,169千円

   関係会社株式評価損 2,116,500千円 2,246,938千円 3,229,639千円

   営業用投資有価証券評価損 ― 1,500,000千円 ―

   債権譲渡損失評価損 ― ― 302,470千円

   貸倒引当金繰入損 ― 1,762,062千円 2,976,029千円

 ５ 減価償却実施額

   有形固定資産 5,160千円 4,960千円 10,618千円

   無形固定資産 775千円 807千円 1,198千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 自己株式に関する事項 

 
    (注) 自己株式の増加116株は、端株の買取によるものであります。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式に関する事項 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 前中間会計期間末

 普通株式（株） 772 ― ― 772

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

 普通株式（株） 772 116 ― 888

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

 普通株式（株） 772 ― ― 772



(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの。 

 
    (注) 表中の中間貸借対照表計上額は減損処理後の帳簿価格であります。なお、持分法適用関連

会社である株式会社ＴＴＧホールディングス(旧社名㈱ＴＴＧ)が平成19年１月７日で上場

廃止となることが決定したため実質価値を時価とみなし、当中間会計期間において減損処

理を行い、投資有価証券評価損21億16百万円を計上しております。 

  

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの。 

 
  

前事業年度末（平成19年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの。 

 
  

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

子会社株式 ──── ──── ────

関連会社株式 1,108,500 1,340,883 232,383

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

子会社株式 672,693 1,132,849 460,155

関連会社株式 552,016 798,087 246,071

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

子会社株式 672,693 1,156,514 483,821

関連会社株式 552,016 706,139 154,122



(１株当たり情報) 

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
３ １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額   368円49銭 

１株当たり中間純損失  94円96銭

１株当たり純資産額   109円27銭 

１株当たり中間純損失  124円36銭

１株当たり純資産額   231円08銭 

１株当たり当期純損失   231円96銭

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 16,420,638 5,870,897 10,658,701

普通株式に係る純資産額(千円) 16,401,858 5,848,096 10,634,460

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 18,780 22,801 24,241

普通株式の発行済株式数(株) 44,511,276 53,521,690 46,021,692

普通株式の自己株式数(株) 772 888 772

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(株)

44,510,504 53,520,802 46,020,920

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 3,494,954 6,042,437 9,375,633

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失 
(千円)

3,494,954 6,042,437 9,375,633

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,802 48,586 40,419

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間(当期)純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類
 第３回新株予約権 
       885個 
 第１回ストック・オ 
 プション 9,000個 
(株式数 23,946千株)

これらの詳細は「新株
予約権」の状況に記載
のとおりであります。

潜在株式の種類
 第３回新株予約権 
       539個 
 第１回ストック・オ 
 プション 9,000個 
(株式数 14,936千株)

これらの詳細は「新株
予約権」の状況に記載
のとおりであります。

潜在株式の種類 
 第３回新株予約権 
       827個 
 第１回ストック・オ 
 プション 9,000個 
(株式数 22,436千株)

これらの詳細は「新株予
約権」の状況に記載のと
おりであります。



(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１ 平成18年10月30日開催の取締役会
決議に基づき、永兆精密電子股份有
限公司の第三者割当による新株式発
行を引受け、同社を子会社化いたし
ました。

第三者割当増資引受けの概要

(1)発行新株式数  95,000,000 株
(2)増資後発行済株式数  
         157,530,000 株 
(3)発行価格 一株当たり 1.8 NTD 
  (時価の約20％ディスカウント) 
(4)払込金額の合計 
   171,000,000 NTD (約６億円) 
(5)払込期日   平成18年11月１日

１ 平成19年11月19日開催の取締役会
決議に基づき、株式会社プレステー
ジ・インターナショナルとの業務受
託契約を解消に関する協議を開始い
たしました。

 当社は、平成16年３月１日付けの
業務委託契約に基づき、㈱プレステ
ージ・インターナショナルの運営す
る自動車関連サービス業務におい
て、自動車関連サービス提供時に発
生する費用を精算する業務の受託を
行っておりましたが、同社からの業
務委託契約の解約協議の申し入れが
あり、当該申し入れ内容を検討した
結果、同取引を取り巻く環境が変わ
ってきていることを鑑み、今後のさ
らなる成果が見出し難いと判断した
ため、業務受託契約の解消に関する
協議を開始いたしました。

２ 新株予約権の行使状況は次の通り
であります。  
 中間決算日以降、平成18年３月27
日発行新株予約権272個の権利行使
に伴い、平成19年12月21日までに
7,083,332 株 の 新 株 を 発 行 し、
687,083千円の資本金、674,276千円
の資本準備金がそれぞれ増加しまし
た。なお、予約権の残個数は267個
であります。 

３ 当社は、平成19年12月７日開催の
取締役会において、第三者割当によ
る新株予約権の発行を行うことにつ
いて決議し、平成19年12月17日効力
が発生いたしました。

１． 新株予約権の名称及び数
ユニオンホールディングス株式会
社第４回新株予約権102個

２． 目的となる株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式
の 総 数 は、30,600,000 株 と す る
（本新株予約権１個当たりの目的
となる株式の数（以下「割当株式
数」という。）300,000株） 
但し、下記第(2)号及び第(4)号に
より割当株式数が調整される場合
には、本新株予約権の目的である
株式の総数は調整後割当株式数に
応じて調整されるものとする。

(2) 当社が第９項の規定に従って行
使価額（以下に定義する。）の調
整を行う場合には、割当株式数は
次の算式により調整される。但
し、調整の結果生じる１株未満の
端数は切り捨てる。なお、かかる
算式における調整前行使価額及び
調整後行使価額は、第９項に定め
る調整前行使価額及び調整後行使
価額とする。
調整後割当株式数

＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

１ 平成19年５月10日開催の取締役会
決議に基づき、当社の持分法適用関
連会社である㈱ＵＳＳひまわり（旧
社名㈱ＵＳＳ証券）に対して貸付金
現物出資（デットエクイティスワッ
プ）を行い、㈱ＵＳＳひまわり株式
を5,600株取得いたしました。

①発行株式数      5,600株
 ②発行価格  １株につき50,000円 
 ③発行価額の合計   280,000千円 
 ④払込期日   平成19年５月14日

２ 当社保有の㈱ＵＳＳひまわり（旧
社名㈱ＵＳＳ証券）株式及びトリフ
ォ㈱株式が㈱ＵＳＳひまわりグルー
プとの株式交換により、次のように
なりました。

①当社持分法適用関連会社の㈱ＵＳ
Ｓひまわり（資本金3,641百万円：
商品先物取引事業）は、平成19年
４月19日に設立された㈱ＵＳＳひ
まわりグループ（資本金１百万
円）と株式交換により完全子会社
化されました。（効力発生日：平
成19年５月31日） 
 この事象により当社が関係会社
株式として保有する㈱ＵＳＳひま
わり株式は㈱ＵＳＳひまわりグル
ープ株式となりました。

②㈱ＵＳＳひまわりグループは、ト
リフォ㈱（資本金1,248百万円：商
品先物取引事業）との株式交換を
行い完全子会社といたしました。
（効力発生日：平成19年６月11
日） 
 この事象により当社が営業用投
資有価証券として保有するトリフ
ォ㈱株式は㈱ＵＳＳひまわりグル
ープ株式（関係会社株式）となり
ました。

３ 平成19年６月11日開催の取締役会
決議に基づき、持分法適用関連会社
である㈱ＵＳＳひまわりグループの
第三者割当増資を次のとおり引き受
けることを決議しました。

(1)平成19年６月14日第三者割当増資
①発行株式数 4,000株 
②発行価格  1株につき50,000円 
③引受総額  200百万円  
④払込期日  平成19年６月14日

(2)平成19年６月28日第三者割当増資
①発行株式数 6,000株 
②発行価格  1株につき50,000円 
③引受総額  300百万円 
④払込期日  平成19年６月28日



  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当
該調整事由にかかる第９項第(2)号
及び第(5)号による行使価額の調整
に関し、各号に定める調整後行使価
額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、
当社は、調整後の割当株式数の適用
開始日の前日までに、本新株予約権
者に対し、かかる調整を行う旨並び
にその事由、調整前割当株式数、調
整後割当株式数及びその適用開始日
その他必要な事項を書面で通知す
る。但し、第９項第(2)号⑤に定め
る場合その他適用開始日の前日まで
に上記通知を行うことができない場
合には、適用開始日以降速やかにこ
れを行う。

３． 発行価額
１個につき117,000円 
（総額  11,934,000円）

４． 割当日  平成19年12月25日

５． 払込期日 平成19年12月25日

６． 募集の方法及び割当先
第三者割当の方法により、51個をGF
パートナー投資事業有限責任組合
に、38 個 を Infortech  Alliance 
Berhadに、８個をGemtek  
Investment Co.,Ltd.に、５個を陳
鴻文氏にそれぞれ割り当てる。

７． 新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して払
込をなすべき額は、行使価額（以下
に定義する。）に割当株式数を乗じ
た額とする。

(2) 本新株予約権の行使により当社が
当社普通株式を発行・移転する場合
における株式１株当りの払込金額
（以下「行使価額」という。）は、
130円とする。

８． 行使価額の修正
 第12項に定める新株予約権の取得
に係る通知がなされてから取得日ま
での期間に本新株予約権の行使を行
う場合には、新株予約権の行使時の
行使価額を120％に相当する金額の
１円未満の端数を切り上げた金額に
修正するものとする。

９． 行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、
本項第(2)号に掲げる各事由により
当社の発行済み普通株式数に変更を
生じる場合または変更を生じる可能
性がある場合には、次に定める算式
(以下「行使価額調整式」という。) 
により調整するものとする。
調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×

既発行 

株式数
＋

新発行・ 
処分株式数

×
１株当たり 
発行・処分価額

時 価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４ 新株予約権の行使状況は次の通り
であります。  
 決算日以降、平成18年３月27日発
行新株予約権110個の権利行使に伴
い、平 成 19 年 ６ 月 27 日 ま で に
2,864,582 株 の 新 株 を 発 行 し、
277,864千円の資本金、272,685千円
の資本準備金がそれぞれ増加しまし
た。なお、予約権の残個数は717個で
あります。 

５ 平成19年６月26日開催の第80回定
時株主総会において、次のとおり資
本金及び資本準備金の額の減少につ
いて決議されました。

①資本金及び資本準備金の額の減少の
目的 
 資本の欠損填補のため、会社法第
448条第１項の規定に基づき資本準
備金の取り崩しを行い、また、会社
法第447条１項の規定に基づき資本
金を減少し、未処理損失を解消し、
今後の財務体質の強化を図ることを
目的とします。

②減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額   6,284,251,402円 
資本準備金の額 3,091,382,404円

③資本金及び資本準備金の減額の方法
 発行済株式総数の数を変更せず、
資本金、資本準備金の額のみを減少
いたします。

④日程
資本準備金の額の減少の効力 
発生日 平成19年６月26日 
債権者異議申述 終期日  
    平成19年７月31日(予定) 
資本金の額の減少の効力 
発生日 平成19年８月１日(予定)

６ 平成19年６月26日開催予定の第80
回定時株主総会において、会社法第
236条、第238条及び第239条の規定に
基づき、ストック・オプションとし
て新株予約権を発行する件について
次のとおり決議されました。

(1) 特に有利な条件によって新株予約
権を引き受ける者の募集を必要とす
る理由 
 当社及び当社子会社の業績向上に
対する意欲や士気を一層高め、業容
拡大に資することを目的としてスト
ック・オプションとして無償で新株
予約権を付与するものであります。

(2) 新株予約権の割当てを受ける者
 当社及び当社関係会社の取締役、
執行役員、監査役、顧問及び従業員
に割当てるものといたします。

(3) 新株予約権の募集事項 
 ① 新株予約権の内容及び数の上限
ⅰ.新株予約権の目的である株式の数
 新株予約権１個当たり当社普通株
式100株（以下、「付与株式数」と
いう。）とする。



  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)
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(2) 行使価額調整式により行使価額
の調整を行う場合及び調整後の行
使価額の適用時期については、次
に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下
回る払込金額をもって当社普通株
式を新たに発行し、又は当社の保
有する当社普通株式を処分する場
合（無償割当てによる場合を含
む。）（但し、新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含
む。）の行使、取得請求権付株式
又は取得条項付株式の取得、その
他当社普通株式の交付を請求でき
る権利の行使によって当社普通株
式を交付する場合、及び会社分
割、株式交換又は合併により当社
普通株式を交付する場合 を除
く。） 
 調整後の行使価額は、払込期日
（募集に際して払込期間を定めた
場合はその 終日とし、無償割当
ての場合はその効力発生日とす
る。）以降、又はかかる発行若し
くは処分につき株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日が
ある場合はその日の翌日以降これ
を適用する。

② 株式の分割により普通株式を発
行する場合 
 調整後の行使価額は、株式の分
割のための基準日の翌日以降これ
を適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下
回る払込金額をもって当社普通株
式を交付する定めのある取得請求
権付株式又は下記第(4)号②に定め
る時価を下回る払込金額をもって
当社普通株式の交付を請求できる
新株予約権（新株予約権付社債に
付されたものを含む。）を発行又
は付与する場合 
 調整後の行使価額は、取得請求
権付株式の全部に係る取得請求権
又は新株予約権の全部が当初の条
件で行使されたものとみなして行
使価額調整式を適用して算出する
ものとし、払込期日（新株予約権
の場合は割当日）以降又は（無償
割当ての場合は）効力発生日以降
これを適用する。但し、株主に割
当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合には、その日の
翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式
又は取得条項付新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含
む。）の取得と引換えに本項第(4)
号②に定める時価を下回る価額を
もって当社普通株式を交付する場
合 
 調整後の行使価額は、取得日の
翌日以降これを適用する。

 

 

 なお、新株予約権を割り当てる日
（以下、「割当日」という。）後、
当社が当社普通株式につき、株式分
割または株式併合を行う場合には、
付与株式数を次の算式により調整す
る（１株未満の端数は切り捨て）。
ただし、かかる調整は、当該時点で
行使または消却されていない新株予
約権についてこれを行うものとす
る。

  調整後付与株式数  

  ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしく
は新設合併を行い本件新株予約権が
継承される場合または当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、当
社は必要と認める付与株式数の調整
を行うものとする。
ⅱ.新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額 
 新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産は金銭とし、その価額は、
新株予約権の行使により発行または
移転する株式１株当たりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）
に、行使により発行または移転する
株式数を乗じた金額とする。 
 行使価額は、割当日の属する月の
前月の各日（取引が成立しない日を
除く）における東京証券取引所にお
ける当社普通株式の終値の平均値に
1.05を乗じた金額（１円未満の端数
は切り上げる）とする。ただし、そ
の金額が割当日の前日の東京証券取
引所における当社普通株式の終値
（当日に終値がない場合は、これに
先立つ直近日の終値）を下回る場合
は、当該終値を行使価額とする。 
 なお、割当日後、当社が株式分割
または株式併合を行う場合、上記行
使価額は分割または併合の比率に応
じ次の算式により調整されるものと
し、調整により生じる１円未満の端
数は切り上げるものとする。
調整後行使価額

＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 また時価を下回る価額で新株式の発
行または自己株式の処分（新株予約
権の行使による場合を除く）が行わ
れる場合、上記行使価額は次の算式
により調整されるものとし、調整に
より生じる１円未満の端数は切り上
げるものとする。
調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×

既発行 

株式数
＋

新規発行 
株式数

×
１株当たり 
払込金額

時 価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数



  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)
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⑤ 本号①乃至③の場合において、基
準日が設定され、且つ、効力の発生
が当該基準日以降の株主総会、取締
役会その他当社の機関の承認を条件
としているときには、本号①乃至③
にかかわらず、調整後の行使価額
は、当該承認があった日の翌日以降
これを適用する。この場合におい
て、当該基準日の翌日から当該承認
があった日までに本新株予約権の行
使請求をした新株予約権者に対して
は、次の算出方法により、当社普通
株式を交付する。但し、株券の交付
については第17項の規定を準用す
る。
株式数 ＝

(
調整前 

行使価額
－

調整後 

行使価額
) ×

調整前行使価額により

当該期間内に発行・移

転された株式数

調整後行使価額

 この場合、１株未満の端数を生じた
ときはこれを切り捨てるものとす
る。

(3) 行使価額調整式により算出された
調整後の行使価額と調整前の行使価
額との差額が１円未満にとどまる場
合は、行使価額の調整は行わない。
但し、その後行使価額の調整を必要
とする事由が発生し、行使価額を調
整する場合には、行使価額調整式中
の調整前行使価額に代えて調整前行
使価額からこの差額を差し引いた額
を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算について
は、円位未満小数第２位まで算出
し、小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価
は、調整後の行使価額が初めて適用
される日に先立つ45取引日目に始ま
る30取引日の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引
の終値の平均値（終値のない日数を
除く。）とする。この場合、平均値
の計算は、円位未満小数第２位まで
算出し、小数第２位を四捨五入す
る。

③ 行使価額調整式で使用する既発行
株式数は、株主に割当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合
はその日、また、かかる基準日がな
い場合は、調整後の行使価額を初め
て適用する日の１ヶ月前の日におけ
る当社の発行済普通株式の総数か
ら、当該日において当社の保有する
当社普通株式を控除した数とする。
また、本項第(2)号⑤の場合には、
行使価額調整式で使用する新発行・
処分株式数は、基準日において当社
が有する当社普通株式に割り当てら
れる当社の普通株式数を含まないも
のとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を
必要とする場合以外にも、次に掲げ
る場合には、当社は、本新株予約権
者と協議のうえ、その承認を得て、
必要な行使価額の調整を行う。

上記算式において、「既発行株式
数」とは当社の発行済株式総数から
当社が保有する自己株式の総数を控
除した数とし、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に、「１株
当たり払込金額」を「１株当たり処
分金額」にそれぞれ読み替えるもの
とする。 
また、当社が他社と吸収合併もしく
は新設合併を行い本件新株予約権が
承継される場合または当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、当
社は必要と認める行使価額の調整を
行うものとする。
ⅲ.新株予約権を行使することができ
る期間 
 平成19年７月７日より平成24年７
月６日までとする。ただし新株予約
権の割当を受けた者（以下、「新株
予約権者」という。）と当社との間
で個別に締結される新株予約権割当
契約により、権利行使期間中におけ
る新株予約権の行使が制限されるこ
とがある。
ⅳ.新株予約権の譲渡制限 
 譲渡による新株予約権の取得につ
いては取締役会の決議による承認を
要するものとする。
ⅴ.新株予約権の取得条件 
イ. 新株予約権者が、下記(3)③に
定める行使の条件を満たさず、新株
予約権を行使できないこととなった
場合、当社は当該新株予約権を無償
で取得することができる。 
ロ. 当社が消滅会社となる合併契約
書が承認されたとき、当社が完全子
会社となる株式交換契約書承認の議
案または株式移転の議案が株主総会
で承認されたときは、当社は新株予
約権を無償で取得することができ
る。 
ハ. その他、当社はいつでも取締役
会の決議に基づき新株予約権を無償
で取得することができる。
ⅵ.その他の新株予約権の内容 
 その他の新株予約権の内容の決定
については取締役会に委任する。
ⅶ.新株予約権の数の上限 
 22,000個を上限とする。

② 新株予約権の払込金額 
 新株予約権と引換えに金銭の払込
は要しない。

③ 新株予約権の行使の条件
ⅰ.新株予約権者は、権利行使の際
に、当社及び当社関係会社の取締
役、執行役員、監査役、顧問及び従
業員の地位にあることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年退
職、転籍、その他当社が正当な理由
があると認めた場合は、この限りで
ない。
ⅱ.新株予約権者が権利行使期間内に
死亡した場合、新株予約権者の相続
人は、新株予約権を相続する。



  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

① 株式の併合、資本の減少、会社
分割、株式交換又は合併のために
行使価額の調整を必要とすると
き。
② その他当社の普通株式数の変更
又は変更の可能性が生じる事由の
発生により行使価額の調整を必要
とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事
由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、
他方の事由による影響を考慮する
必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわら
ず、本項第(2)号に基づく調整後の
行使価額を初めて適用する日が第
８項に基づく行使価額の修正日と
一致する場合には、本項第(2)号に
基づく行使価額の調整は行わない
ものとする。

(7) 行使価額の調整を行うときは、
当社は、調整後の行使価額の適用
開始日の前日までに、本新株予約
権者に対し、かかる調整を行う旨
並びにその事由、調整前の行使価
額、調整後の行使価額及びその適
用開始日その他必要な事項を書面
で通知する。但し、本項第(2)号⑤
に定める場合その他適用開始日の
前日までに上記通知を行うことが
できない場合には、適用開始日以
降速やかにこれを行う。

10. 新株予約権の行使請求期間
 平成19年12月25日から平成21年
12月24日（第12項各号に従って本
新株予約権の全部または一部が取
得される場合には、取得される本
新株予約権については、取得のた
めの通知がなされた日）までとす
る。

11. その他の本新株予約権の行使の
条件 
 各本新株予約権の一部行使はで
きないものとする。

12. 本新株予約権の取得事由及び取
得の条件

(1) 当社は、当社が吸収合併による
消滅、株式移転及び株式交換によ
り他の会社の完全子会社となるこ
とを当社の株主総会で決議した場
合、当該効力発生日以前に、残存
する本新株予約権の全部を取得す
ることができるものとする。

(2) 当社は、本新株予約権の取得が
必要と当社取締役会が決議した場
合は、(1)本新株予約権証券が発行
されていない場合には、会社法273
条及び第274条の規定に従って通知
し、(2)本新株予約権証券が発行さ
れている場合は、会社法273条、第
274条及び第293条の規定に従って
公告及び通知をしたうえで、当社
取締役会の定める取得日に、本新
株予約権者の保有する本新株予約
権の全部または一部を取得するこ
とができるものとする。

ⅲ.その他の権利行使の条件は、新株
予約権割当契約に定めるところによ
る。

④ その他の募集事項 
新株予約権の割当日その他の新株予
約権の募集事項の決定については取
締役会に委任する。



  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

 一部取得する場合には、抽選その他
の合理的な方法により行うものとす
る。なお、通知がなされてから取得
日までの期間に本新株予約権の行使
を行う場合には、新株予約権行使時
の行使価額を120％に相当する金額
の１円未満の端数を切り上げた金額
に修正する。

(3) 当社は、本項第(1)号及び第(2)号
による本新株予約権の取得を行う場
合、本新株予約権者に対し、本新株
予約権１個につき当該新株予約権１
個の発行価額と同額を対価として支
払うものとする。

13. 本新株予約権の譲渡制限
 本新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要するものと
する。

14. 本新株予約権の行使により株式を
発行する場合の増加する資本金及び
資本準備金 
 本新株予約権の行使により株式を
発行する場合に増加する資本金の額
は、会社計算規則第40条の定めると
ころに従って算定された資本金等増
加限度額に0.5を乗じた金額とし、
計算の結果１円未満の端数を生じる
場合はその端数を切り上げた額とす
る。増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額より増加する資本
金の額を減じた額とする。

15. 本新株予約権の期中行使があった
場合の取扱い 
 本新株予約権の行使により交付す
る株式に関する利益配当金（会社法
第454条第５項に定められた金銭の
分配を含む。）は、本新株予約権行
使の効力発生日の属する配当計算期
間の初めに本新株予約権行使の効力
が発生したものとみなして、これを
支払う。

16. 本新株予約権証券の行使請求の方
法

(1) 新株予約権を行使する場合、所定
の行使請求書に必要事項を記載して
これに記名押印したうえ、これを第
10項記載の行使期間中に第20項記載
の行使請求受付場所に提出するもの
とする。当該行使に係る本新株予約
権につき本新株予約権証券が発行さ
れている場合は、行使請求書に当該
本新株予約権証券を添付しなければ
ならない。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前
号の行使請求書の提出に加えて、本
新株予約権の行使に際して払込をな
すべき額の全額を現金にて第21項に
定める払込取扱場所の当社が指定す
る口座に振り込むものとする。 

―――――――――――



  

 
  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

―――――――――――

(3) 本新株予約権の行使請求の効力
は、行使請求に必要な書類の全部
が第20項記載の行使請求受付場所
に到着し、且つ当該本新株予約権
の行使に際して払込をなすべき額
の全額が前号に定める口座に入金
された日に発生する。

17. 株券の交付方法
 当社は、行使請求の効力発生後
速やかに株券を交付する。

18. 新株予約権証券の発行
 本新株予約権証券は、新株予約
権者の請求がある時に限り発行す
るものとします。

19. 本新株予約権の発行価額及びそ
の行使に際しての払込をなすべき
額の算定理由 
 本新株予約権の発行価額は、第
三者機関によるモンテカルロ・シ
ミュレーション方式により算出さ
れた結果を参考に設定した。さら
に、本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき額は第７項記載の
通りとし、行使価額を平成19年12
月６日の終値とした。

20. 行使請求受付場所
 ユニオンホールディングス株式
会社 社長室

21. 払込取扱場所
 株式会社りそな銀行 芝支店 
 株式会社みずほ銀行 芝支店 
 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  
         麹町中央支店

22. その他

(1) 上記各号については、金融商品
取引法に基づく届出の効力発生を
条件とする。

(2) その他本新株予約権発行に関し
必要な事項は、当社代表取締役社
長に一任する。

―――――――――――



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

１．有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第80期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

平成19年６月27日関東財務局長に提出 

  

２．有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年７月13日関東財務局長に提出 

平成19年６月27日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書 

  

３．臨時報告書 

(1) 平成19年５月18日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成績に著し

い影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書 

   

(2) 平成19年11月19日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財政状態及び経営成績に著し

い影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書     

  

４．有価証券届出書及びその添付書類 

平成19年12月７日関東財務局長に提出 

第三者割当による新株予約権の発行に係る有価証券届出書届出書 

  

５．有価証券届出書の訂正届出書 

平成19年12月12日関東財務局長に提出 

平成19年12月７日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書 

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月25日

ユニオンホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているユニオンホールディングス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ユニオンホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に純損失を計上し、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画は、当該注記に記載されている。中間連

結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務

諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に以下の記載がある 

永兆精密電子股份有限公司の子会社化 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

監査法人つばき

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  徳  富  良  雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  黒  崎  正  敏  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月21日

ユニオンホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

 

 

 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているユニオンホールディングス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計

年度の中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、わが国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は私たちに中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表に有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中

間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の

作成基準に準拠して、ユニオンホールディングス株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に税金等調整前中間純損失を計上し、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画は、当該注記に記載さ

れている。中間連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影

響を中間連結財務諸表には反映していない。 

２．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、従来、営業外

収益及び営業外費用に計上していた有価証券売却益及び有価証券売却損を、当中間連結会計期間よ

り、「売上高」及び「売上原価」に売却損益の純額を計上することに変更している。 

３. 重要な後発事象に記載されているとおり、 

(1)提出会社は平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づき、株式会社プレステージ・インターナショ

ナルとの業務受託契約を解消している。 

(2)提出会社は中間連結決算日以降、平成18年３月27日発行新株予約権の権利行使に伴い新株式を発行

し、資本金687百万円及び資本準備金674百万円がそれぞれ増加している。 

(3)提出会社は平成19年12月７日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による新株予約権の発行を行

うことを決定し、平成19年12月17日に効力が発生している。 
  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
以 上 

  

伊藤公認会計士事務所

公認会計士  伊  藤  敏  夫  ㊞

森田公認会計士事務所

公認会計士  森  田  弘  毅  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月25日

ユニオンホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているユニオンホールディングス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第80期事業年度

の中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ユニオンホールディングス株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に純損失を計上し、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画は、当該注記に記載されている。中間財

務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映していない。 

２．重要な後発事象に以下の記載がある 

永兆精密電子股份有限公司の子会社化 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以 上 

  

監査法人つばき

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  徳  富  良  雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  黒  崎  正  敏  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月21日

ユニオンホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

 

 

 

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているユニオンホールディングス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第81期事

業年度の中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸

表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

私たちは、わが国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中

間財務諸表には全体として中間財務諸表に有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、ユニオンホールディングス株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、提出会社は継続的に税引前中間純損失を計上し、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画は、当該注記に記載され

ている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務

諸表には反映していない。 

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、従来、営業外収益

及び営業外費用に計上していた有価証券売却益及び有価証券売却損を、当中間会計期間より、「売上

高」及び「売上原価」に売却損益の純額を計上することに変更している。 

３． 重要な後発事象に記載されているとおり、 

(1)提出会社は平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づき、株式会社プレステージ・インターナショ

ナルとの業務受託契約を解消している。 

(2)提出会社は中間決算日以降、平成18年３月27日発行新株予約権の権利行使に伴い新株式を発行し、資

本金687百万円及び資本準備金674百万円がそれぞれ増加している。 

(3)提出会社は平成19年12月７日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による新株予約権の発行を行

うことを決定し、平成19年12月17日に効力が発生している。 
  

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

伊藤公認会計士事務所

公認会計士  伊  藤  敏  夫  ㊞

森田公認会計士事務所

公認会計士  森  田  弘  毅  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別
途保管している。
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